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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高（千円） 315,058 1,180,334 3,026,120 3,198,215 2,236,806

経常損益(△は損失)（千円） △805,217 △262,164 △56,759 △157,639 111,250

当期純損益(△は損失)（千

円）
△787,938 △237,598 △90,804 △234,793 139,922

純資産額（千円） 33,017 584,400 659,868 778,053 929,118

総資産額（千円） 900,173 1,392,553 2,951,403 1,003,129 1,098,509

１株当たり純資産額（円） 94.35 1,348.50 1,486.54 1,656.19 1,954.04

１株当たり当期純損益金額

(△は損失)（円）
△3,059.93 △602.07 △208.84 △503.04 297.84

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） 3.7 42.0 22.4 77.6 83.6

自己資本利益率（％） △2,386.5 △40.7 △13.8 △30.2 15.2

株価収益率（倍） － － － － 4.0

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円）
△515,612 △206,764 △635,853 △44,600 133,355

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円）
136,727 △25,904 189,541 9,552 1,800

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円）
804,005 470,774 682,944 △317,055 －

現金及び現金同等物の期末残

高（千円）
484,261 696,331 932,964 580,860 716,017

従業員数（人）

（外、平均臨時雇用者数）

83

(7)

95

(7)

129

(5)

89

(3)

94

(24)

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第１期から第４期までの潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの

当期純損失を計上しているため記載しておりません。また、第５期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．第１期から第４期までの株価収益率については、１株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりま

せん。

４．第４期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月9

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月9日）を適用しております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高（千円） － 60,900 43,231 25,550 6,000

経常損失（千円） 100,827 117,102 162,960 146,502 114,650

当期純損失（千円） 100,899 345,927 253,761 358,088 54,206

資本金（千円） 228,275 623,059 706,248 882,788 882,788

発行済株式総数（株） 349,978.8 433,444.37 443,974.42 469,866.92 469,866

純資産額（千円） 185,056 628,111 540,622 535,511 492,445

総資産額（千円） 585,027 860,802 2,468,229 553,395 498,371

１株当たり純資産額（円） 528.76 1,449.13 1,217.71 1,139.74 1,024.37

１株当たり配当額

（うち１株当たり中間配当

額）（円）

－

(－）

－

(－）

－

(－）

－

(－）

－

(－)

１株当たり当期純損失金額

（円）
297.17 876.42 583.55 767.09 115.36

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） 31.6 73.0 21.9 96.8 96.6

自己資本利益率（％） △544.8 △55.0 △46.9 △66.9 △11.3

株価収益率（倍） － － － － －

配当性向（％） － － － － －

従業員数（人）

（外、平均臨時雇用者数）

6

(－）

5

(－）

8

(－）

4

(－）

4

(－)

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．当社は、平成15年12月５日設立のため第１期は平成15年12月５日から平成16年３月31日までの４ヶ月決算に

なります。

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの当期純損失を計上してい

るため記載しておりません。

４．株価収益率については、１株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。

５．第４期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月9

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月9日）を適用しております。
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２【沿革】

＜サイトデザイン株式会社＞ 　

年月 事項

平成10年10月 ＥＣ（電子商取引）に関わる先端的テクノロジーおよびマーケティングの研究・開発事業を目的

として、東京都千代田区平河町一丁目７番20号にサイトデザイン株式会社を資本金１億円をもって

設立

平成10年10月 株式会社リギーコーポレーション（現株式会社オレンジハウス）を買収

平成12年４月 本社を東京都千代田区隼町３番16号に移転

平成12年12月 東京証券取引所（マザーズ）に株式を上場

平成13年12月 子会社（株式会社オレンジハウス）の全株式を売却

平成15年７月 本社を東京都文京区本郷三丁目22番５号に移転

平成15年12月 株式移転により完全親会社（持株会社）株式会社ＳＤホールディングスを設立

＜株式会社ＳＤホールディングス＞ 　

年月 事項

平成15年12月 サイトデザイン株式会社との株式移転により、株式会社ＳＤホールディングス設立

平成15年12月 東京証券取引所（マザーズ）に上場

平成16年１月 完全子会社としてアーツテクノロジー株式会社を設立

平成16年３月 株式会社フェヴリナの全株式を取得し、完全子会社化

平成17年８月 本社を東京都渋谷区恵比寿一丁目13番６号に移転 

平成17年11月 完全子会社としてユーロスポーツ株式会社を設立 

平成18年８月 子会社（アーツテクノロジー株式会社）の全株式を売却

平成18年12月 子会社（ユーロスポーツ株式会社）の全株式を売却

平成19年１月 本社を東京都渋谷区広尾五丁目25番２号に移転 

平成19年７月 株式会社フェヴリナとサイトデザイン株式会社を合併 

３【事業の内容】

　当社グループは、株式会社ＳＤホールディングス（当社）及び子会社１社により構成され、基礎化粧品及び健康食品

等の通信販売を行う「コミュニケーション・セールス事業」を主な事業としております。

　当社は、持株会社としてグループ内の各社の株式を保有し、当該会社の株主としての権利を行使するとともに、当該

会社に対して必要な助言・斡旋その他コンサルティング業務を行っております。

　当社グループ事業の展開は以下のとおりです。

　①コミュニケーション・セールス事業

　当社連結子会社である株式会社フェヴリナが行うコミュニケーション・セールス※１事業は、コミュニケーショ
ン・セールス・テクノロジー（ＣＳＴ）を活用したダイレクトマーケティングを展開しています。ＣＳＴの特徴
は、一方的に話をするプッシュ型のセールスではなく、プル型（聴くことに徹し、相手のことを思い、悩みを共有
することに重きをおく）のスタイルを取っていることです。この手法を用いて、化粧品（基礎化粧品・ベースメ
イク中心）、健康食品等の販売を主にインフォマーシャル※２を通して展開しています。

※１　コミュニケーション・セールス

カスタマーフレンド（コミュニケーター、㈱フェヴリナ社員）とお客様との間の親密度の高いコミュニケーションを通じて、強固な

信頼関係を築き上げ、お客様とのコミュニケーションを通じて、よりスムースな購入の促進を図ります。 

 ※２　インフォマーシャル [information + commercial] 

商品を売り込む姿勢を前面に出さず、商品の詳細な情報提供という形で行う広告。15～30分程度の情報提供番組。
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４【関係会社の状況】

連結子会社

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内容
議決権の
所有割合
（％）

関係内容

㈱フェヴリナ

（注）１.２
東京都中央区 100,000

コミュニケーション・

セールス事業
100 役員の兼務あり

（注）　１. 特定子会社に該当しております。

２. ㈱フェヴリナは、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えて

おります。

３. 休眠状態であった連結子会社サイトデザイン㈱は、平成19年7月1日、連結子会社㈱フェヴリナと合併いたしま

した。

主要な損益情報等

　 ㈱フェヴリナ

（1）売上高 2,241,758 千円

（2）経常利益 232,023 千円

（3）当期純利益 196,637 千円

（4）純資産額 528,764 千円

（5）総資産額 724,316 千円

　

その他の関係会社

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内容
議決権の所有割合
又は被所有割合
（％）

関係内容

㈱ウェルホールディン

グス

福岡県福岡市

中央区
20,000 投資業

被所有

26.3
なし
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

全社（共通） 4 (－)

コミュニケーション・セールス事業 90 (24)

合計 94 (24)

 （注）従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載してあります。

 

(2）提出会社の状況

　 平成20年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

4 (－)　 39.5 2.7 6,271

　（注）１．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

２．当社は年俸制を採用しているため、賞与および基準外賃金はありません。

(3）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当社グループは、株式会社ＳＤホールディングスを持株会社として、コミュニケーション・セールス事業を子会社

にて展開しております。持株会社はグループ全体の経営管理を行い、子会社が各事業に専念できる組織形態を構築

し、透明性の高いオペレーションのもと、グループ全体の機動力を高め、企業価値向上に努めることを基本方針とし

ております。

　当連結会計年度におきましては、持株会社である当社は、グループ会社の経営・管理のさらなる徹底と既存事業の

基盤強化を行い、グループの経営資源集中による事業収益基盤の強化を図ってまいりました。

　コミュニケーション・セールス事業を行う株式会社フェヴリナにおきましては、既存顧客の囲い込み強化として、

オートシップコースの販促に注力いたしました。その結果、オートシップコースの売上高は前年同期比約130％と好

調に推移いたしました。特に、NANO ACQUAブランドの「ＣＯ２ジェルパック」は、ＴＶ番組での紹介を契機に注

目を集め、プロモーションを強化したことにより、好調な売上で推移しており、オートシップコース拡大のための中

心的な商品となりつつあります。

　以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高2,236,806千円（前年同期比69.9％）、営業利益112,158千円、（前年同

期は132,283千円の営業損失）、経常利益111,250千円（前年同期は157,639千円の経常損失）、当期純利益139,922千

円（前年同期は234,793千円の当期純損失）となりました。

(2）キャッシュ・フロー

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ135,156千円増

加し、716,017千円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、133,355千円（前年同期は44,600千円の使用）となりました。これは主として税金

等調整前当期純利益103,222千円の計上によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は、1,800千円（前年同期は9,552千円の獲得）となりました。これは主として差入保

証金の返還による収入1,780千円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による収入、支出はございませんでした（前年同期は317,055千円の使用）。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績及び受注実績

　当社グループの提供するサービスは生産・受注活動を伴わないため、記載を省略しております。

 

(2）仕入実績

　当連結会計年度における商品仕入実績は、次のとおりであります。

事業の名称 金額（千円） 前年同期比（％）

コミュニケーション・セールス事業 451,500 90.9

合          計 451,500 90.9

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(3）販売実績

　当連結会計年度における販売実績は、次のとおりであります。

事業の名称 金額（千円） 前年同期比（％）

コミュニケーション・セールス事業 2,236,806 85.7

合          計 2,236,806 85.7

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

        ２．前連結会計年度及び当連結会計年度の総販売実績に対する販売実績の割合が10％以上の相手は

　　        ありません。
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３【対処すべき課題】

　当社は、前連結会計年度末まで継続企業の前提について注記しておりましたが、当連結会計年度末において、コア

事業への経営資源の集中とグループ全体のコスト削減による収益性の向上により、営業利益112,158千円、経常利益

111,250千円、当期純利益139,922千円を計上し、「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況」は解消

いたしました。

　今後、当社は下記の施策を行なう予定です。

　平成20年３月21日付「子会社の吸収合併並びに商号及び本店所在地の変更に関するお知らせ」にて公表いたしま

したとおり、同日開催の当社取締役会において、当社連結子会社である株式会社フェヴリナを平成20年８月１日を

期して吸収合併することを決議し、平成20年６月26日開催の第５期定時株主総会において承認決議されました。今

後は事業拠点を集約化し、コア事業の強化とより一層効率的な経営を図ってまいります。

　また、平成20年５月14日付「資本準備金の額の減少に関するお知らせ」にて公表のとおり、同日開催の当社取締役

会において、剰余金の欠損填補により、財務体制の改善及び今後の資本政策の柔軟性、機動性を確保し、早期配当体

制の実現を図るため、資本準備金を減少し、その全額を繰越利益剰余金に振替えることを決議し、当社定時株主総会

において承認決議されました。

　コミュニケーション・セールス事業においては、売上の拡大及び人材の確保・育成を図ってまいります。

　現在、通販業界は過熱をきわめ、特にスキンケアにおきましては医薬品メーカーや異業種からの新規参入など競争

はさらに激化しております。また、ＴＶメディアを通してのプロモーションの規制を含め、絶対量の確保といった課

題もあります。

　現在の新規獲得プロモーションの見直し・強化と同時に、現モデルをベースとした他のモデルの確立を推進して

まいります。約36万件の既存顧客の「囲い込み」「販売促進」「離反防止」のためのデータベースマーケティング

を駆使し、強化してまいります。また、カスタマーフレンドの増員・育成、短時間労働スタッフの有効活用も重要課

題と考えております。

　今後も事業基盤の安定と収益性の向上を図り、黒字体質の定着化を目指してまいります。

４【事業等のリスク】

　以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。

また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項について

は開示しております。なお、当社グループはこれらのリスク発生の可能性を確認した上で、発生の回避および発生した場合

の対応に努める方針であります。

　

（１）事業遂行におけるリスクについて

①人材の確保・育成

　当社および当社グループでは、事業の運営にあたり、人材の確保・育成が重要な課題であると捉えております。コミュ

ニケーション・セールス事業の拡大には、既存の人材に加えて、コンタクトセンターにおいて、お客様との信頼関係を

築くことができるコミュニケーション能力の高い人材の確保・育成が重要と認識しており、研修プログラムの充実等

を図っております。しかしながら、事業の拡大に応じた人材の確保・育成ができない場合には、当社グループの事業拡

大に制約を受ける可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

②製品の製造委託

　コミュニケーション・セールス事業において、既存の化粧品・健康食品等の製造は外部に委託しております。また、一

部製品については製造委託先からさらに再委託先に製造が委託されており、その場合には、当社グループ、製造委託先、

製造再委託先との三社間契約を締結しております。また、当社グループは、製商品の品質維持向上のために、製造委託先

及び製造再委託先に対し、製品標準書や品質管理業務手順書等を定めて製造・品質管理を行っています。当社グループ

は、製造委託先、製造再委託先の管理には万全を期しておりますが、万が一、製品の製造委託先もしくは製造再委託先と

の急な契約の解消や天災等による生産設備への被害など不測の事態が生じた際には、当社グループ製品の円滑な供給

に支障をきたすことが考えられ、その場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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③知的所有権

　当社グループは当社グループが独自に開発した製品に関し、特許を含む知的所有権に関する事前調査を行っています

が、特許または知的所有権侵害の可能性が無いとは言えません。特許を含む知的所有権侵害により第三者から製品の販

売中止等の提訴をされ敗訴した場合、製品の販売中止や回収を命じられることもありえます。また、業務遂行上必要な

使用権許諾または他の権利が獲得できなかった場合も、上記と同様の措置を命じられることもありえます。さらに、当

社グループ製品を販売開始後、当社グループ製品が他社の知的所有権に抵触することが発覚した場合、当社グループは

ロイヤリティの支払いが必要な使用権許諾を得なければなりません。かかる事態が生じた場合、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。

④法的規制

　当社グループは化粧品及び関連製品を製造及び販売しており、薬事法で医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の品

質、有効性及び安全性の確保のため必要な規制がされております。

　当社グループでは品質管理部門が統括管理を行い、本法に基づいた化粧品及び関連製品の製造及び販売を行っており

ます。

　また、当社グループは健康食品を製造及び販売しており、食品の規格、添加物、衛生監視及び営業許可について定めた

「食品衛生法」、販売する食品について、栄養成分及び熱量を表示する場合の基準を規定した「栄養改善法」、消費者

が安心して食生活の状況に応じた食品の選択ができるようにするため、栄養補助食品のうち一定の要件を満たした食

品を保健機能食品と称する「保健機能食品制度」などの規制を受けております。

　そして、通信販売などを公正に行い消費者の保護を目的とする「特定商取引に関する法律」及び不当な景品や表示に

よる顧客の誘引防止について定めた「不当景品類及び不当表示防止法」などの規制を受けております。

　以上の法的規制の遵守を徹底しておりますが、万が一これらに抵触することがあった場合は、行政処分の対象となる

ことがあり、その場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤顧客の個人情報の管理

　コミュニケーション・セールス事業において、主要な販売チャネルは通信販売及びインターネット販売であるため、

多数の顧客の個人情報を保有しております。当社グループはこれらの個人情報の取扱いに関して個人情報保護に関す

る法令及び社内規程を遵守するとともに、情報管理体制の強化と社員教育の徹底に取り組んでおります。

　しかしながら、不測の事態により、個人情報の漏洩が発生した場合、当社グループへの損害賠償請求や当社グループの

社会的信用の失墜等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

（２）事業体制について

小規模企業組織であることについて

　当社は、平成20年3月31日現在、役員７名および従業員４名、また、グループ全体でも従業員は94名と組織が小さく、内部

管理体制もこのような組織規模に応じたものになっております。そのため各取締役が各担当業務に関して担う役割、な

らびに各社員が担う業務の重要度が高まっています。また、当社グループは管理面の人員を極力削減し間接コストの低

減に努めておりますが、その分管理部員の負担は大きく、その責任者に依存する割合が大きくなっています。当社グルー

プは今後、経営規模を拡大することを想定して管理業務における人材の増強や間接部門の一層の充実を図る予定です。

しかしながら、このような人材の拡充が十分でなかった場合、または既存の人材が社外に流出した場合、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

当社は、コア事業の強化とより一層効率的な経営を図るため、平成20年3月21日開催の取締役会において、下記のとお

り、平成20年８月１日を期して、当社連結子会社の株式会社フェヴリナを吸収合併することを決議し、平成20年6月26日

開催の株主総会において承認決議されました。

（1）合併期日

平成20年８月１日

（2）合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社フェヴリナは解散いたします。

（3）合併比率

当社は、株式会社フェヴリナの全株式を保有しているため、新株式の発行及び資本金の増加は行ないません。

（4）合併交付金

合併交付金の支払いはありません。

（5）被合併会社の概要

 (１) 商　号  株式会社フェヴリナ

(２) 主な事業内容
 基礎化粧品及び健康食品等の
通信販売

(３) 設立年月日  平成14年8月2日
(４) 本店所在地  東京都中央区銀座4-13-11
(５) 代表者  代表取締役　鍋島 邦洋

(６) 資本金  100百万円
(７) 発行済株式数  200,000株
(８) 純資産  528百万円
(９) 総資産  724百万円
(10) 事業年度の末日  ３月31日
(11) 大株主及び持株比率  ㈱SDホールディングス100％

６【研究開発活動】

該当事項はありません。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

(1）財政状態の分析

（資産） 

　当連結会計年度における資産の残高は1,098,509千円（前連結会計年度末は1,003,129千円）、その内訳は流動

資産1,043,140千円、固定資産55,368千円となり、95,379千円増加いたしました。これは主に営業活動により、現預

金が増加したものであります。

（負債）

　当連結会計年度における負債の残高は169,391千円（前連結会計年度末は225,076千円）となり、55,684千円減

少いたしました。これは主に未払金、未払法人税等の減少によるものであります。

（純資産）

　当連結会計年度末の純資産の残高は929,118千円（前連結会計年度末778,053千円）となり、151,064千円増加い

たしました。これは主にストック・オプションの付与により新株予約権が11,142千円増加し、当期純利益として

139,922千円を計上したことによります。
　

(2) キャッシュ・フローの分析

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ135,156千

円増加し、716,017千円となりました。　

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、133,355千円（前年同期は44,600千円の使用）となりました。これは主として

税金等調整前当期純利益103,222千円の計上によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は、1,800千円（前年同期は9,552千円の獲得）となりました。これは主として差

入保証金の返還による収入1,780千円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による収入、支出はございませんでした（前年同期は317,055千円の使用）。

(3) 経営成績の分析

　当連結会計年度におきましては、持株会社である当社は、グループ会社の経営・管理のさらなる徹底と既存事

業の基盤強化を行い、グループの経営資源集中による事業収益基盤の強化を図ってまいりました。

　コミュニケーション・セールス事業を行う株式会社フェヴリナにおきましては、既存顧客の囲い込み強化と

して、オートシップコースの販促に注力いたしました。その結果、オートシップコースの売上高は前年同期比約

130％と好調に推移いたしました。特に、NANO ACQUAブランドの「ＣＯ２ジェルパック」は、ＴＶ番組での紹

介を契機に注目を集め、プロモーションを強化したことにより、好調な売上で推移しており、オートシップコー

ス拡大のための中心的な商品となりつつあります。

　以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高2,236,806千円（前年同期比69.9％）、営業利益112,158千円、（前

年同期は132,283千円の営業損失）、経常利益111,250千円（前年同期は157,639千円の経常損失）、当期純利益

139,922千円（前年同期は234,793千円の当期純損失）となりました。

  次期の見通しにつきましては　当社グループのコア事業であるコミュニケーション・セールス事業を行う株

式会社フェヴリナにおいては、新規顧客獲得プロモーションでは、よりお客様の目線に立ったインフォマー

シャルの制作に注力するとともに、Ｗｅｂチャネルでの販売拡大を目指してまいります。また、５月には新商品

として「トリートメントリップクリーム」を発売開始し、商品ラインナップの拡充を図ってまいります。既存

顧客の囲い込み施策については、引き続きオートシップコースの販促強化に取り組み、売上高の中長期的な安

定を図り、収益の向上を図ってまいります。

　当社は、今後も引き続き経営管理のさらなる徹底と事業基盤の強化を行い、収益性の向上に努めてまいりま

す。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

該当事項はありません。

２【主要な設備の状況】

当グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1）提出会社

主要な設備はありません。

　

(2）国内子会社

　 平成20年３月31日現在

会社名
事業所名
（所在地）

事業の名称 設備の内容

帳簿価額（千円）

従業員数
（人）

建物及
び構築
物

工具器具備
品

土地
(面積㎡)

その他 合計

㈱フェヴリナ

福岡本社

(福岡県福岡市

中央区)

コミュニケー

ション・セール

ス事業

管理用資産及

び情報関連機

器

1,107 5,258 － － 6,365
90

(24)

　（注）１．金額には消費税等は含まれておりません。

２．従業員数の（　）は臨時雇用者数を外書しております。

３．リース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。

会社名 設備の名称 台数 リース期間（年）
年間リース料

（千円）

リース契約残高

（千円）

㈱フェヴリナ 管理システム・車両 一式 ３～５ 1,588 2,642

３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設

　該当事項はありません。

(2）重要な改修

　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,200,000

計 1,200,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
(平成20年３月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成20年６月26日)

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 469,866 469,866
東京証券取引所

（マザーズ）
－

計 469,866 469,866 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

　サイトデザイン株式会社（以下「同社」という。）が平成15年6月26日開催の第５期定時株主総会の決議に基づ

いて旧商法第280条ノ20および同法第280条ノ21の規定に基づく第２回新株予約権1,479個および平成15年7月25

日開催の取締役会の決議に基づいて第３回新株予約権660個を発行しておりますが、平成15年9月24日の取締役会

において承認決議された株式移転により完全子会社となる会社が同社一社のみであることや、同社の普通株式１

株に対し当社の普通株式１株を割り当てること等を踏まえ、本新株予約権1,479個並びに660個にかかる義務を次

のとおり承継いたしました。

  また、平成15年10月27日開催の同社の臨時株主総会に第１号議案として付議し「ストックオプションとして旧

商法第280条ノ20および同法第280条ノ21の規定に基づく第４回ないし第７回新株予約権を発行する件」が承認

され、発行される新株予約権合計521個（上限とする。）についてもその義務を承継することについて、承認され

ております。

　なお、当社が承継した新株予約権及び発行した新株予約権の内容は次のとおりであります。
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①平成15年６月26日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数 304個 304個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 3,040株 3,040株

新株予約権の行使時の払込金額 4,280円 同左

新株予約権の行使期間
自　平成16年７月１日

至　平成25年６月30日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額

発行価格 4,280円

資本組入額 2,140円
同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者が死亡した場合

は、相続人がその権利を行使

することができる。

②その他の条件については、本

総会および取締役会決議に基

づき、当社と対象取締役およ

び従業員との間で締結する新

株予約権付与契約に定めると

ころによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入その他

の一切の処分は認めない。
同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
─ ─

（注）１．新株予約権１個につき、目的となる株式数は10株であります。

ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　　２．払込金額は、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未

満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

　

調整後行使価額 ＝

　

調整前行使価額 ×

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数    

②平成15年10月27日臨時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数 80個 80個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 800株 800株

新株予約権の行使時の払込金額 5,000円 同左

新株予約権の行使期間
自　平成15年12月５日

至　平成22年１月30日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額

発行価格 5,000円

資本組入額 5,000円
同左

EDINET提出書類

株式会社ＳＤホールディングス(E05395)

有価証券報告書
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事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者が死亡した場合

は、相続人がその権利を行使

することができる。

②その他の条件については、本

総会および取締役会決議に基

づき、当社と対象取締役およ

び従業員との間で締結する新

株予約権付与契約に定めると

ころによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入その他

の一切の処分は認めない。
同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
─ ─

（注）１．新株予約権１個につき、目的となる株式数は10株であります。

ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。

　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　　２．払込金額は、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未

満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

　

調整後行使価額 ＝

　

調整前行使価額 ×

時価

既発行株式数＋新規発行株式数    

　　　　　なお、払込金額は、株式分割もしくは株式併合の場合、時価を下回る払込価額で自己株式を処分する場合、または新株

予約権もしくは新株予約権を付与された証券を発行する場合等にも適宜調整する。
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③平成15年10月27日臨時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数 8個 8個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 80株 80株

新株予約権の行使時の払込金額 25,000円 同左

新株予約権の行使期間
自　平成15年12月５日

至　平成22年３月22日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額

発行価格 25,000円

資本組入額 12,500円
同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者が死亡した場合

は、相続人がその権利を行使

することができる。

②その他の条件については、本

総会および取締役会決議に基

づき、当社と対象取締役およ

び従業員との間で締結する新

株予約権付与契約に定めると

ころによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入その他

の一切の処分は認めない。
同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
─ ─

（注）１．新株予約権１個につき、目的となる株式数は10株であります。

ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。

　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　　２．払込金額は、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未

満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

　

調整後行使価額 ＝

　

調整前行使価額 ×

時価

既発行株式数＋新規発行株式数    

　　　　　なお、払込金額は、株式分割もしくは株式併合の場合、時価を下回る払込価額で自己株式を処分する場合、または新株

予約権もしくは新株予約権を付与された証券を発行する場合等にも適宜調整する。
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④平成15年10月27日臨時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数 　16個 　16個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数  160株  160株

新株予約権の行使時の払込金額 25,000円 同左

新株予約権の行使期間
自　平成15年12月５日

至　平成22年５月25日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額

発行価格 25,000円

資本組入額 12,500円
同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者が死亡した場合

は、相続人がその権利を行使

することができる。

②その他の条件については、本

総会および取締役会決議に基

づき、当社と対象取締役およ

び従業員との間で締結する新

株予約権付与契約に定めると

ころによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入その他

の一切の処分は認めない。
同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
─ ─

（注）１．新株予約権１個につき、目的となる株式数は10株であります。

ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。

　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　　２．払込金額は、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未

満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

　

調整後行使価額 ＝

　

調整前行使価額 ×

時価

既発行株式数＋新規発行株式数    

　　　　　なお、払込金額は、株式分割もしくは株式併合の場合、時価を下回る払込価額で自己株式を処分する場合、または新株

予約権もしくは新株予約権を付与された証券を発行する場合等にも適宜調整する。
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⑤平成15年10月27日臨時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数 5個 5個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 　50株 　50株

新株予約権の行使時の払込金額 16,000円 同左

新株予約権の行使期間
自　平成15年12月５日

至　平成23年６月22日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額

発行価格 16,000円

資本組入額 8,000円
同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者が死亡した場合

は、相続人がその権利を行使

することができる。

②その他の条件については、本

総会および取締役会決議に基

づき、当社と対象取締役およ

び従業員との間で締結する新

株予約権付与契約に定めると

ころによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入その他

の一切の処分は認めない。
同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
─ ─

（注）１．新株予約権１個につき、目的となる株式数は10株であります。

ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。

　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　　２．払込金額は、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未

満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

　

調整後行使価額 ＝

　

調整前行使価額 ×

時価

既発行株式数＋新規発行株式数    

　　　　　なお、払込金額は、株式分割もしくは株式併合の場合、時価を下回る払込価額で自己株式を処分する場合、または新株

予約権もしくは新株予約権を付与された証券を発行する場合等にも適宜調整する。
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旧商法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

　⑥平成16年６月23日定時株主総会決議
 

事業年度末現在
（平成20年３月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数 2,610個 2,610個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 2,610株 2,610株

新株予約権の行使時の払込金額 24,101円 同左

新株予約権の行使期間
自　平成18年７月１日

至　平成26年６月22日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額

発行価格 24,101円

資本組入額 12,501円
同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者が死亡した場合

は、相続人がその権利を行使

することができる。

②その他の条件については、本

総会および取締役会決議に基

づき、当社と対象取締役およ

び従業員との間で締結する新

株予約権付与契約に定めると

ころによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入その他

の一切の処分は認めない。
同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
─ ─

（注）１．新株予約権１個につき、目的となる株式数は１株であります。

ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　　２．払込金額は、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未

満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行・処分株式数 × 1株当たりの発行・処分価額

　

調整後行使価額 ＝

　

調整前行使価額 ×

時価

既発行株式数＋新規発行・処分株式数    

　　　　　なお、払込金額は、株式分割もしくは株式併合の場合、時価を下回る払込価額で自己株式を処分する場合又は新株予

約権もしくは新株予約権を付与された証券を発行する場合等にも適宜調整する。
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⑦平成17年６月28日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数 10,660個 10,660個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 10,660株 10,660株

新株予約権の行使時の払込金額 14,644円 同左

新株予約権の行使期間
自　平成19年７月１日

至　平成27年６月27日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額

発行価格 14,644円

資本組入額 7,322円
同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者が死亡した場合

は、相続人がその権利を行使

することができる。

②その他の条件については、本

総会および取締役会決議に基

づき、当社と対象者との間で

締結する新株予約権付与契約

に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入その他

の一切の処分は認めない。
同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
─ ─

（注）１．新株予約権１個につき、目的となる株式数は１株であります。

ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　　２．払込金額は、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未

満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行・処分株式数 × 1株当たりの発行・処分価額

　

調整後行使価額 ＝

　

調整前行使価額 ×

時価

既発行株式数＋新規発行・処分株式数    

　　　　　なお、払込金額は、株式分割もしくは株式併合の場合、時価を下回る払込価額で自己株式を処分する場合又は新株予

約権もしくは新株予約権を付与された証券を発行する場合等にも適宜調整する。
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⑧平成17年６月28日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数 3,000個 3,000個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 3,000株 3,000株

新株予約権の行使時の払込金額 13,655円 同左

新株予約権の行使期間
自　平成19年７月１日

至　平成27年６月27日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額

発行価格 13,655円

資本組入額 6,828円
同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者が死亡した場合

は、相続人がその権利を行使

することができる。

②その他の条件については、本

総会および取締役会決議に基

づき、当社と対象取締役との

間で締結する新株予約権付与

契約に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入その他

の一切の処分は認めない。
同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
─ ─

（注）１．新株予約権１個につき、目的となる株式数は１株であります。

ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　　２．払込金額は、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未

満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行・処分株式数 × 1株当たりの発行・処分価額

　

調整後行使価額 ＝

　

調整前行使価額 ×

時価

既発行株式数＋新規発行・処分株式数    

　　　　　なお、払込金額は、株式分割もしくは株式併合の場合、時価を下回る払込価額で自己株式を処分する場合又は新株予

約権もしくは新株予約権を付与された証券を発行する場合等にも適宜調整する。
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会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

⑨平成18年６月23日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数 1,400個 1,400個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 　─ 　─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 1,400株 1,400株

新株予約権の行使時の払込金額 3,713円 同左

新株予約権の行使期間
自　平成20年７月１日

至　平成28年６月22日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額

発行価格 3,713円

資本組入額 1,857円
同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者が死亡した場合

は、相続人がその権利を行使

することができる。

②その他の条件については、本

総会および取締役会決議に基

づき、当社と対象取締役との

間で締結する新株予約権付与

契約に定めるところによる。

①新株予約権者が死亡した場合

は、相続人がその権利を行使

することができる。

②その他の条件については、本

総会および取締役会決議に基

づき、当社と対象取締役との

間で締結する新株予約権付与

契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入その他

の一切の処分は認めない。

新株予約権の譲渡、質入その他

の一切の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
─ ─

（注）１．新株予約権１個につき、目的となる株式数は１株であります。

ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　　２．払込金額は、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未

満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行・処分株式数 × 1株当たりの発行・処分価額

　

調整後行使価額 ＝

　

調整前行使価額 ×

時価

既発行株式数＋新規発行・処分株式数    

　　　　　なお、払込金額は、株式分割もしくは株式併合の場合、時価を下回る払込価額で自己株式を処分する場合又は新株予

約権もしくは新株予約権を付与された証券を発行する場合等にも適宜調整する。
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⑩平成19年６月27日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数 9,550個 9,350個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 　─ 　─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 9,550株 9,350株

新株予約権の行使時の払込金額 3,750円 同左

新株予約権の行使期間
自　平成21年７月１日

至　平成29年６月26日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額

発行価格 3,750円

資本組入額 1,875円
同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者が死亡した場合

は、相続人がその権利を行使

することができる。

②その他の条件については、本

総会および取締役会決議に基

づき、当社と対象取締役との

間で締結する新株予約権付与

契約に定めるところによる。

①新株予約権者が死亡した場合

は、相続人がその権利を行使

することができる。

②その他の条件については、本

総会および取締役会決議に基

づき、当社と対象取締役との

間で締結する新株予約権付与

契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入その他

の一切の処分は認めない。

新株予約権の譲渡、質入その他

の一切の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
─ ─

（注）１．新株予約権１個につき、目的となる株式数は１株であります。

ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　　２．払込金額は、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未

満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行・処分株式数 × 1株当たりの発行・処分価額

　

調整後行使価額 ＝

　

調整前行使価額 ×

時価

既発行株式数＋新規発行・処分株式数    

　　　　　なお、払込金額は、株式分割もしくは株式併合の場合、時価を下回る払込価額で自己株式を処分する場合又は新株予

約権もしくは新株予約権を付与された証券を発行する場合等にも適宜調整する。

EDINET提出書類

株式会社ＳＤホールディングス(E05395)

有価証券報告書

24/91



（３）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年　月　日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式

総数残高

（株）

資本金増減
額

（千円）

資本金残高

（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金

残高

（千円）

平成15年12月５日

　（注）１
33,591.88 33,591.88 200,000 200,000 29,606 29,606

平成15年12月６日～

平成16年３月19日

　（注）２

14,004.00 47,595.88 28,025 228,025 27,825 57,431

平成16年３月19日

　（注）３
302,362.92 349,958.80 － 228,025 － 57,431

平成16年３月20日～

平成16年３月31日

　（注）２

20.00 349,978.80 250 228,275 250 57,681

平成16年４月１日～

平成17年３月31日

　（注）２

83,465.57 433,444.37 394,784 623,059 394,284 451,966

平成17年４月1日～

平成18年３月31日

　（注）２

10,530.05 443,974.42 83,188 706,248 83,188 535,154

平成18年４月1日～

平成19年３月31日

　（注）２

25,892.50 469,866.92 176,540 882,788 176,540 711,695

平成19年４月1日～

平成20年３月31日

　（注）４

△0.92 469,866 － 882,788 － 711,695

　（注）１．サイトデザイン株式会社の株式移転により当社を設立。

 ２. 新株予約権等の権利行使によるものであります。
 ３. 平成16年１月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有する普通株式１株を10株に分割
しております。

 ４. 自己株式の消却による減少であります。
 ５. 平成20年６月26日開催の定時株主総会において、資本準備金を711,695千円減少し、欠損填補することを決議し
ております。
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（５）【所有者別状況】

　 平成20年３月31日現在

区分

株式の状況

端株の状況
（株）政府及び地

方公共団体
金融機関

金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 1 11 35 17 8 7,836 7,908 －

所有株式数

（株）
－ 2,976 9,143 158,667 16,314 250 282,516 469,866 －

所有株式数の

割合（％）
－ 0.63 1.95 33.77 3.48 0.05 60.12 100 －

　　　　（注）１．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、1,456株含まれております。

　　　　　　　２．自己株式15株は、「個人その他」に含まれております。

（６）【大株主の状況】

　 平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ウェルホールディングス 福岡県福岡市中央区天神2-14-8 123,050 26.19

株式会社Ａ．Ｃホールディングス　　 東京都世田谷区岡本1-17-16 25,145 5.35

井　康彦 福岡県福岡市中央区 13,750 2.93

株式会社オーキタ　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　
東京都中央区日本橋小網町18-20 5,456 1.16

田中　泰博 北海道札幌市東区 5,350 1.14

野村證券株式会社
東京都中央区日本橋1-9-1　　　　　　　　　　　　

　
5,150 1.10

山下　文一 東京都墨田区 4,744 1.01

大西　勝明 奈良県奈良市 4,500 0.96

クレデイ　スイス

(常任代理人　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

決済事業部)　　　　　　　

1　RAFFLES　LINK　05-02　SINGAPORE

(東京都千代田区丸の内2-7-1)
3,415 0.73

大阪証券金融株式会社（業務口） 大阪府大阪市中央区北浜2-4-6 2,976 0.63

計 ― 193,536 41.19
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式） 

普通株式　15      

（相互保有株式） 

普通株式　68　      

－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式  469,783    469,783 －

発行済株式総数 469,866 － －

総株主の議決権 － 469,783 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,456株含まれております。

２．「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1,456個が含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所
有株式数
（株）

他人名義所
有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

（自己保有株式）※２

株式会社ＳＤホールディングス

東京都渋谷区広尾五

丁目25番２号
15 － 15 0.00

（相互保有株式）

株式会社フェヴリナ

東京都中央区銀座四

丁目13番11号
68 － 68 0.01

計 － 83 － 83 0.02
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（８）【ストックオプション制度の内容】

　当社はストックオプション制度を採用しております。

　当該制度は、旧商法第210条ノ２の規定に基づき当社が自己株式を買付ける方法並びに旧商法第280条ノ20及び

第280条ノ21並びに会社法第236条、第238条及び第239条、第361条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によ

るものであります。

　当該制度の内容は以下のとおりであります。

  サイトデザイン株式会社（以下「同社」という。）が旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づ

き、同社の取締役、監査役、従業員、並びに同社のコンサルタントに対して、業績向上に対する意欲や士気を高める

と共に優秀な人材確保のために使用することを目的として、また、同社取引先の取締役および従業員に対して、同

社との友好な取引関係を一層深めるとともに、同社の業績向上に寄与することを目的として、新株予約権を発行

することを、平成15年６月26日開催の第５期定時株主総会において決議されたものを、平成15年10月27日開催の

同社の臨時株主総会において「株式移転による完全親会社設立の件」が承認可決され、当社がかかる義務を承継

し、平成15年10月27日開催の同社の臨時株主総会において第１号議案として付議し「ストックオプションとして

第４回ないし第７回新株予約権を発行する件」が承認可決され、新株予約権合計521個（上限とする。）にかかる

義務を、当社が承継いたしました。

　また、当社は、平成16年６月23日開催の第１期定時株主総会において第４号議案として、平成17年６月28日開催

の第２期定時株主総会において第５号議案として、平成18年6月23日開催の第３期定時株主総会において第４号

議案として、さらに平成19年６月27日開催の第４期定時株主総会において第４号議案及び第５号議案として付議

し「新株予約権を発行する件」が承認可決され新株予約権を発行しました。

サイトデザイン株式会社より承継分 　

決議年月日 平成15年６月26日 平成15年10月27日 平成15年10月27日 平成15年10月27日 平成15年10月27日

付与対象者の

区分及び人数

取締役 4名

監査役 1名

 従業員 4名 

取締役 1名

従業員 2名
従業員 1名 従業員 2名 従業員 1名

新株予約権の

目的となる株

式の種類

(2)新株予約権等の

状況に記載のとお

りであります。

(2)新株予約権等の

状況に記載のとお

りであります。

(2)新株予約権等の

状況に記載のとお

りであります。

(2)新株予約権等の

状況に記載のとお

りであります。

(2)新株予約権等の

状況に記載のとお

りであります。

株式の数 同上 同上 同上 同上 同上

新株予約権の

行使時の払込

金額

同上 同上 同上 同上 同上

新株予約権の

行使期間
同上 同上 同上 同上 同上

新株予約権の

行使の条件
同上 同上 同上 同上 同上

新株予約権の

譲渡に関する

事項

同上 同上 同上 同上 同上

代用払込みに

関する事項
 ― ― ― ― ―

組織再編成行

為に伴う新株

予約権の交付

に関する事項

― ― ― ― ―

（注）決権年月日は、サイトデザイン株式会社における発行決議を記載しています。
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当社発行分 　

決議年月日 平成16年６月23日 平成17年６月28日 平成17年６月28日 平成18年６月23日 平成19年６月27日 

付与対象者の

区分及び人数

取締役 1名

監査役 1名

従業員 3名

子会社取締役 1名

子会社従業員14名

取締役 3名

従業員 2名

子会社取締役 2名

子会社従業員 34

名

社外協力者 1名　　

　　

取締役 1名 
子会社取締役 2名

子会社従業員 3名

取締役 3名

子会社取締役 1名

子会社従業員 14

名

新株予約権の

目的となる株

式の種類

(2)新株予約権等の

状況に記載のとお

りであります。

(2)新株予約権等の

状況に記載のとお

りであります。 

(2)新株予約権等の

状況に記載のとお

りであります。 

(2)新株予約権等の

状況に記載のとお

りであります。 

(2)新株予約権等の

状況に記載のとお

りであります。 

株式の数 同上 同上 同上 同上 同上

新株予約権の

行使時の払込

金額

同上 同上 同上 同上 同上

新株予約権の

行使期間
同上 同上 同上 同上 同上

新株予約権の

行使の条件
同上 同上 同上 同上 同上

新株予約権の

譲渡に関する

事項

同上 同上 同上 同上 同上

代用払込みに

関する事項
― ― ― ― ―

組織再編成行

為に伴う新株

予約権の交付

に関する事項

― ― ― ― ―
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第９号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 　該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

 　該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

当事業年度における取得自己株式 0.8 2,008

当期間における取得自己株式 － －

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

 株式数（株）
処分価額の総額
（円） 

 株式数（株）
処分価額の総額
（円） 

引き受ける者の募集を行なった取得自己株式 － － － －

消却の処分を行なった取得自己株式 0.92 17,192 － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 15.00 － 15.00 －
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３【配当政策】

　当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題として認識しており、将来の事業展開と企業基盤の強化のた

めに必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を実施していくことを基本方針としております。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の

配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。また、当社は、「剰余

金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決

議により定める。」旨を定款に定めております。

　当事業年度の配当につきましては、経営成績を勘案して配当を実施することを考慮しながら、当面は企業基盤の

強化ならびに将来の事業展開のための内部留保の充実に努めてまいりますので、誠に遺憾ではありますが、無配と

いたしました。

　なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行なうことができる。」旨を定

款に定めております。

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高（円）
437,000

※　76,500

42,650

　

32,700 

　

21,800 

　

4,530　

　

最低（円）
129,000

※　29,100

10,450

　

12,120 

　

4,200 

　

1,000　

　

　　（注）１. 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

 　 なお、当社は平成15年12月５日に設立し、同日をもって同取引所に株式を上場いたしました。

２. ※印は、株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高（円） 2,650 2,580 2,145 1,538 1,460 1,483

最低（円） 2,050 1,980 1,500 1,000 1,030 1,080

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

代表取締役

社長
 松浦　正英 昭和46年10月３日生

平成５年４月 ㈱フラワーゲート入社

平成９年１月 ㈲オーキットヒルズ設立代表取締

役社長

平成16年10月 ㈱オーキッドスタイル設立代表取

締役社長（現任）

平成19年６月 当社代表取締役（現任） 

（注）2 －

取締役  遠藤　英樹 昭和39年６月30日生 

昭和62年４月 ㈱立石ライフサイエンス研究所(現 オムロ

ンヘルスケア㈱)入社

平成８年12月 ㈱再春館製薬所入社 

平成15年４月 ラーニング・システムズ㈱入社 

平成16年２月 ㈱フェヴリナ入社 

平成18年４月 ㈱フェヴリナ取締役（現任） 

平成18年６月 当社取締役（現任） 

（注）2 －

取締役  神代　亜紀 昭和33年10月31日生 

昭和52年４月 伊藤忠燃料㈱入社

平成13年11月 エバーライフ㈱入社

平成16年４月 ㈱フェヴリナ入社

平成17年６月 ㈱フェヴリナ取締役(現任)

平成19年６月 当社取締役（現任） 

（注）2 －

取締役  蔵原　朗子 昭和51年８月12日生 

平成９年４月 第一生命相互会社入社

平成12年11月 ㈱メロンブライダル入社

平成15年３月 ㈱フェヴリナ入社 

平成19年７月 ㈱フェヴリナ取締役（現任） 

平成20年６月 当社取締役（現任） 

（注）2 －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

監査役 常勤 深野　浩志 昭和36年７月14日生

昭和55年４月 山口県信用農業協同組合連合会入会

平成７年４月 ㈱小倉ガーデンホテル紫川取締役

平成10年４月 新日本建設㈱取締役

平成13年12月 ㈱コンダクト地域再生グループ取締役

平成15年10月 ㈱大祥取締役（現任）

平成18年３月 ジオバンク㈱取締役（現任）

平成18年11月 エスアンドエイチ㈲代表取締役（現任）

平成20年６月 当社監査役（現任）

（注）3 －

監査役  洲崎　智広 昭和45年８月３日生

平成12年３月 ㈱ストックリサーチ設立代表取締役副社長

平成14年３月 ㈱アイ・コーリング設立代表取締役

平成15年６月 サイトデザイン㈱監査役

平成15年６月 ボーステック㈱取締役

平成15年12月 当社監査役（現任）

平成18年７月 ㈱アイ・コーリング取締役（現任）

（注）3 

　　
－

監査役  緒方　芳伸 昭和26年10月11日生

昭和61年７月 緒方会計事務所　設立

平成17年６月 ㈱フェヴリナ監査役（現任）

平成19年９月 ㈱緒方会計事務所代表取締役（現任）

平成19年10月 アイジータックス税理士法人

代表社員（現任）

平成20年６月 当社監査役（現任）

（注）3 －

    計 －

（注）1　監査役３名は、「会社法第２条第16号」に定める社外監査役であります。

2　平成20年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

3　平成20年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

　当社は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、株主に対し一層の経営の透明性を高める

ため、公正な経営を実現することを最優先して考えております。まず、取締役会につきましては、４名の取締役にて十

分な議論を尽くした上で、意思決定の迅速化、機動的経営の実行を図っております。また、監査役につきましても、３名

の社外監査役を選任しており、取締役の業務執行について、厳正な監視を行う方針です。法令遵守につきましては、社

外の有識者（弁護士、公認会計士等）に確認し、経営の法律面からのチェック機能が働くようにしております。

(１)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

①　経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

　

　

②　社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要

　当社では現在、社外取締役を選任しておりません。今後の企業規模の拡大及び事業内容にあわせて検討する予定

であります。現在、３名の社外監査役を選任しておりますが、当社との利害関係はございません。

　また、当社と社外監査役は、会社法第427条第１項の規定により、社外監査役が任務を怠ったことによる損害賠償

責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。

　

③　コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況

　当社は、会社の経営方針その他重要事項を決定する取締役会を月１回以上開催するとともに、会社の業務遂行を

効率的に行うため、実質的な経営課題の協議の場として、取締役全員と各グループ会社の代表取締役および経営

企画室長とで構成される定例の経営会議を月２回開催するほか、個別案件については、適宜開催し、経営の意思決

定を迅速に行っております。

　

④　会計監査の状況

　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、杉田純及び吉川秀嗣の両氏であり、三優監査法人に所属しており

ます。また、当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士２名、その他２名であります。

　なお、当社と会計監査人は、会社法第427条第１項の規定により、会計監査人が任務を怠ったことによる損害賠償

責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。

　
  　　⑤  取締役の定数

 　　　　 当社の取締役は６名以内とする旨定款に定めております。

⑥  取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない

ものとする旨も定款に定めております。　
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⑦　株主総会決議事項を取締役会で決議することとした事項

－取締役及び監査役の責任免除

　当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第１項の規

定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第１項の取締役（取締役及び監査役であったものも含む。）の

損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。

－剰余金の配当

　当社は、株主への安定的な利益還元等を行うため、剰余金の配当等、会社法第459条第１項各号に掲げる事項を取

締役会の決議により定める旨を定款に定めております。

⑧　株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、定足数を緩和することにより株主総

会の円滑な運営を行うことを目的として、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。

(２)業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するため

の体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

①　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　取締役会規程・監査役会規程の見直しを行い役員の倫理に関する不足事項があれば改訂し、必要に応じ弁護士

を起用し法令定款違反行為を未然に防止する。取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに

監査役及び取締役会に報告するなどガバナンス体制を強化する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制

　取締役の職務執行に係る情報については、内部者情報管理規程に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に

検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持することとする。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ⅰ. 当社は、当社の業務執行のリスクとして、以下イからハのリスクを認識し、その把握と管理についての体制を整

えることとする。

イ．事業を遂行する上でのリスク

ロ．事業体制についてのリスク

ハ．投融資等についてのリスク

ⅱ. リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、リスクについて管理責任者を設定し、同規程に従ったリ

スク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡

チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを編成し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこ

れを最小限に止める体制を整える。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ⅰ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を基礎として、取締役会を月1回定時に開

催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項につい

ては事前に経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。

ⅱ. 取締役会の決定に基づく業務執行については、取締役会規程において、それぞれの責任、執行手続きの詳細につ

いて定めることとする。

⑤　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⅰ. コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス基本理念（仮称）を定め、内部統制システムの構築・

維持・向上を推進するとともに、その組織として監査部を強化する。

ⅱ. 取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、

社内通報システムを整備し、社内通報規程に基づきその運用を行うこととする。

ⅲ. 監査役は当社の法令遵守体制及び内部者通報システムの運用に問題があると認めたときは、意見を述べるとと

もに、改善策の策定を求めることができるものとする。
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⑥　会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ⅰ. グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ企業すべてに適用する子会社管理規程を整備する

こととする。

　経営管理については、子会社管理規程に従い、当社の決裁・報告制度による子会社経営の管理を行うものとし、

必要に応じてモニタリングを行うものとする。

　取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、

監査役に報告するものとする。

ⅱ. 子会社が当社の経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合

には、監査部に報告するものとする。監査部は直ちに監査役に報告を行うとともに、意見を述べることができる

ものとする。監査役は意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。

⑦　監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

ⅰ．監査役の職務を補助すべき使用人として、監査部員から監査役補助者を任命できることとする。監査役補助者

の評価は監査役が行い、監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上

で取締役会が決定することとし、取締役からの独立を確保するものとする。

ⅱ．監査役補助者に任命された者は業務の執行にかかる職務を兼務しないこととする。

⑧　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実

効的に行われることを確保するための体制

ⅰ．取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項及び時期についての規程（仮称）を定めることとし、当該規程

に基づき、取締役及び使用人は当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役にその都度報

告するものとする。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求める

ことができることとする。

ⅱ．社内通報規程の定めに従い、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の

問題について監査役への適切な報告体制を確保するものとする。

(３)役員報酬の内容

当社の取締役に及び監査役に対する役員報酬等は以下のとおりであります。

　 支給人数（名） 支払額（千円）

取締役の年間報酬総額 3 12,783

監査役の年間報酬総額 3 6,000

合　　　計 6 18,783

(注) 上記の金額には、当事業年度において費用計上した新株予約権等による報酬額7,383千円（取締役3名）が含

まれています。

(４)監査報酬の内容

　当社の三優監査法人への公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬の内

容は、以下の通りであります。

　監査契約に基づく監査証明に係る報酬総額　　12,000千円　
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第５【経理の状況】

１.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下

「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当

連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年

度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２.監査証明について
　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の

連結財務諸表及び前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の財務諸表について、並びに、金融商品

取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の連結財

務諸表及び当事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の財務諸表について、三優監査法人により監査

を受けております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金 　  580,860   716,017  

２．受取手形及び売掛金   141,737   118,859  

３．たな卸資産   152,728   145,125  

４．未収入金   902   －  

５. 繰延税金資産   －   39,011  

６．その他   45,692   27,701  

貸倒引当金   △4,817   △3,573  

流動資産合計   917,104 91.4  1,043,140 95.0

Ⅱ　固定資産        

１. 有形固定資産        

(1) 建物及び構築物  7,364   6,330   

減価償却累計額  4,455 2,909  5,223 1,107  

(2) 工具器具備品  37,585   32,595   

減価償却累計額  28,910 8,675  27,336 5,258  

有形固定資産合計   11,584 1.2  6,365 0.6

２. 無形固定資産        

(1) ソフトウェア   12,440   5,462  

(2) のれん   8,753   4,376  

無形固定資産合計   21,193 2.1  9,839 0.9

３．投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   12,086   5,000  

(2) 差入保証金   39,075   28,360  

(3) 繰延税金資産 　  －   1,196  

(4) その他   2,086   7,547  

 貸倒引当金   －   △2,940  

投資その他の資産合計   53,247 5.3  39,162 3.5

固定資産合計   86,025 8.6  55,368 5.0

資産合計   1,003,129 100.0  1,098,509 100.0
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金   18,226   26,956  

２．未払金   119,935   78,614  

３．未払法人税等   23,003   5,149  

４．返品調整引当金   4,477   3,519  

５．賞与引当金   2,500   2,450  

６．その他   56,613   52,701  

流動負債合計   224,755 22.4  169,391 15.4

Ⅱ　固定負債        

１．繰延税金負債   320   －  

固定負債合計   320 0.0  － －

負債合計   225,076 22.4  169,391 15.4

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本 　       

１．資本金 　  882,788 88.0  882,788 80.4

２．資本剰余金 　  1,247,018 124.3  1,247,018 113.5

３．利益剰余金 　  △1,351,135 △134.7  △1,211,230 △110.3

４．自己株式 　  △618 △0.0  △601 △0.0

　　株主資本合計 　  778,053 77.6  917,975 83.6

Ⅱ 新株予約権 　  － －  11,142 1.0

純資産合計 　  778,053 77.6  929,118 84.6

負債純資産合計 　  1,003,129 100.0  1,098,509 100.0
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②【連結損益計算書】

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   3,198,215 100.0  2,236,806 100.0

Ⅱ　売上原価   877,167 27.4  452,071 20.2

売上総利益   2,321,047 72.6  1,784,734 79.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  2,453,330 76.7  1,672,576 74.8

営業利益又は営業損失
（△）

  △132,283 △4.1  112,158 5.0

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  179   564   

２．受取賠償金  1,997   990   

３．受取手数料  2,028   396   

４．その他の営業外収益  496 4,701 0.1 488 2,439 0.1

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  3,254   －   

２．株式交付費  1,967   －   

３．社債発行費償却  22,781   －   

４. 貸倒引当金繰入額  －   2,940   

５. その他の営業外費用  2,053 30,057 0.9 407 3,348 0.1

経常利益又は経常損失
（△）

  △157,639 △4.9  111,250 5.0

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益  ※２ 1,166   －   

２．関係会社株式売却益  398,329   －   

３．償却債権取立益  195   90   

４．前期損益修正益  ※３ 27,952 427,643 13.3 － 90 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※４ 303   －   

２. 投資有価証券評価損 　 2,401   7,086   

３. 減損損失 ※６ 46,642   1,033   

４. たな卸資産評価損 　 156,498   －   

５. 債権譲渡損 　 233,672   －   

６．前期損益修正損 ※５ 31,415 470,933 14.7 － 8,119 0.4

税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前当
期純損失（△）

  △200,929 △6.3  103,222 4.6

法人税、住民税及び事業
税

  34,183 1.0  3,827 0.1

法人税等調整額   △320 △0.0  △40,527 △1.8

当期純利益又は当期純
損失（△）

  △234,793 △7.3  139,922 6.3

　        

EDINET提出書類

株式会社ＳＤホールディングス(E05395)

有価証券報告書

40/91



③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
株主資本

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 706,248 1,070,477 △1,116,342 △515 659,868 659,868

連結会計年度中の変動額       

新株の発行 176,540 176,540   353,081 353,081

当期純損失   △234,793  △234,793 △234,793

自己株式の取得    △103 △103 △103

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額）
－ － － － － －

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
176,540 176,540 △234,793 △103 118,185 118,185

平成19年３月31日　残高（千円） 882,788 1,247,018 △1,351,135 △618 778,053 778,053

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高（千円） 882,788 1,247,018 △1,351,135 △618 778,053 － 778,053

連結会計年度中の変動額        

当期純利益   139,922  139,922  139,922

自己株式の処分   △17 17 －  －

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
－ － － － － 11,142 11,142

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
－ － 139,904 17 139,922 11,142 151,064

平成20年３月31日　残高（千円） 882,788 1,247,018 △1,211,230 △601 917,975 11,142 929,118
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分 注記
番号 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期
純損失（△）

 △200,929 103,222

減価償却費  17,322 11,512

のれん償却  4,376 4,376

株式交付費  1,967 －

社債発行費償却  22,781 －

前期損益修正損  3,333 －

投資有価証券評価損  2,401 7,086

固定資産売却益  △1,166 －

固定資産除却損  303 －

関係会社株式売却益  △398,329 －

債権譲渡損  233,672 －

減損損失  46,642 1,033

株式報酬費用  － 11,142

貸倒引当金の増加額  1,636 1,696

返品調整引当金の減少額  △3,971 △958

賞与引当金の増減額  2,500 △50

受取利息  △179 △564

支払利息  3,254 －

売上債権の減少額  151,108 22,878

たな卸資産の減少額  29,949 7,603

その他流動資産の減少額  80,465 37,920

仕入債務の増減額  △82,587 8,730

その他流動負債の増減額  88,070 △45,603

その他  △3,564 －

小計  △941 170,025

利息及び配当金の受取額  179 564

利息の支払額  △4,392 －

法人税等の支払額  △39,446 △37,234

営業活動による
キャッシュ・フロー  △44,600 133,355
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分 注記
番号 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー    

投資有価証券の取得によ
る支出  △10,000 －

有形固定資産の取得によ
る支出  △2,835 －

有形固定資産の売却によ
る収入  1,619 －

無形固定資産の取得によ
る支出  － △350

長期貸付金の回収による
収入  － 350

短期貸付金の貸付による
支出  △5,000 －

短期貸付金の回収による
収入  5,000 －

差入保証金の差入による
支出

 △2,616 △100

差入保証金の返還による
収入  302 1,780

連結範囲の変更を伴う子
会社株式売却による支出  ※４ △36,916 －

連結範囲の変更を伴う子
会社株式売却による収入  ※４ 42,076 －

債権譲渡による収入  19,999 －

その他  △2,076 120

投資活動による
キャッシュ・フロー  9,552 1,800

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー    

長期借入れによる収入  225,000 －

長期借入金の返済による
支出  △13,330 －

社債の償還による支出  △550,000 －

新株発行による収入  ※２ 21,377 －

自己株式の取得による支
出  △103 －

財務活動による
キャッシュ・フロー  △317,055 －

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  △352,103 135,156

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高  932,964 580,860

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残
高  ※１ 580,860 716,017
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　当社グループは、前連結会計年度において、継続企業の前

提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況の記載をいたしま

したが、当連結会計年度においても、営業損失132,283千円
（前連結会計年度27,836千円の損失）、経常損失157,639千
円（前連結会計年度56,759千円の損失）、当期純損失
234,793千円（前連結会計年度90,804千円の損失）と継続的
に営業損失、経常損失及び当期純損失を計上しております。

　当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存

在しております。

　このような状況を解消すべく以下の経営計画を実施して

おります。

１．事業の選択と集中

　当社グループにおいてシナジー効果の見込めない事業か

らの撤退とコア事業への経営資源の集中を図っておりま

す。

　具体的には、平成18年8月31日にシステム事業を行う連結
子会社アーツテクノロジー株式会社の当社保有全株式をソ

フィア総合研究所株式会社へ譲渡いたしました。また、平成

18年12月28日にスポーツ関連事業を行う連結子会社ユーロ
スポーツ株式会社の当社保有全株式をKeyWorks株式会社へ
譲渡いたしました。

　以上のとおり、シナジー効果の見込めない事業から撤退

し、当社グループのコア事業であるコミュニケーション・

セールス事業へ経営資源を集中することにより黒字化を

図ってまいります。

２．コミュニケーション・セールス事業の収益基盤の強化

　当該事業を行う株式会社フェヴリナにおいては、「新規顧

客の獲得」・「既存顧客の囲い込み」・「新商品の開発」

・「ブランディング」を基本方針として掲げております。

特に「既存顧客の囲い込み」と「新商品の開発」の２つを

強化していくため、データベースマーケティングを一層強

化し、次の施策につなげてまいります。

　当連結会計年度におきましては、既存顧客の囲い込み強化

として、ＤＭの発送部数を増加し、顧客のセグメントを更に

細分化した結果、再販売上は前年同期比110%となりました。
また、当連結会計年度に投入した新商品は特色のあるスペ

シャルケアを中心とした商品にこだわってまいりました。

特にエステで話題のアンチエイジング商品である「ジェル

パック」は、今後のスペシャルケアの核になる商品として

２月に新発売いたしました。

３．持株会社における経費削減

　事業の選択と集中と平行して、持株会社である当社の人件

費をはじめとする間接コスト削減を順次進めております。

　連結財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、こ

のような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映してお

りません。

――――――
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関

する事項

(1）連結子会社の数　　　　　２　社

主要な連結子会社の名称

　　㈱フェヴリナ

　　サイトデザイン㈱

(1）連結子会社の数　　　　　１　社

主要な連結子会社の名称

　　㈱フェヴリナ

 

 　アーツテクノロジー㈱については、平成18年

８月31日に全株式を売却したため、連結の範囲

から除いております。但し、平成18年８月31日

までの損益計算書を連結しております。

　ユーロスポーツ㈱については、平成18年12月

28日に全株式を売却したため、連結の範囲から

除いております。但し、平成18年12月28日まで

の損益計算書を連結しております。

　サイトデザイン㈱については、平成19年7月1

日に㈱フェヴリナと合併したため、連結の範囲

から除いております。但し、平成19年6月30日ま

での損益計算書を連結しております。

２．持分法の適用に

関する事項

　　該当事項はありません。 　　同左

３．連結子会社の事

業年度等に関す

る事項

　連結子会社の決算日は連結決算日と一致して

おります。

   同左

４．会計処理基準に

関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

　その他有価証券

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

　その他有価証券

 ・　時価のないもの

移動平均法による原価法

・　時価のないもの

同左　

 ②たな卸資産

ａ 商品

コミュニケーション・セールス事業

移動平均法による原価法

②たな卸資産

ａ 商品

移動平均法による原価法

 ｂ 貯蔵品

最終仕入原価法 

　

ｂ 貯蔵品

同左 

　

 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。

建物及び構築物　８～15年

工具器具備品　　５～15年

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

　定率法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。　　　 

 　　　建物及び構築物　８～15年

 　　　工具器具備品　　５～15年

　（会計処理方法の変更）

　当連結会計年度より、法人税法の改正に伴い、平

成19年４月１日以降取得の有形固定資産につい

ては、改正法人税法に規定する償却方法により減

価償却費を計上しております。

　なお、この変更による損益への影響はありませ

ん。 
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ②無形固定資産 ②無形固定資産

 　ソフトウェア 　ソフトウェア

 ・自社利用のソフトウェア

　社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法

・自社利用のソフトウェア

　同左

 ③繰延資産

株式交付費

　支出時に全額費用処理しております。

社債発行費　

 　 均等償却（３年）しております。

　

――――――――

　

　

 　

 (3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

(3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　同左

 ②返品調整引当金

  連結会計年度末日後の返品による損

失に備えるため、返品見込額に対する売

上総利益相当額を計上しております。

②返品調整引当金

　同左

 ③賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額に基づき当連結会計年度負担

額を計上しております。

③賞与引当金 

 同左

 (4）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっております。

(4）重要なリース取引の処理方法

　　　同左

 (5）その他連結財務諸表作成のための重要な

事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。

(5）その他連結財務諸表作成のための重要な

事項

①消費税等の会計処理

　同左

 ②連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

②連結納税制度の適用

　同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

５．連結子会社の資

産及び負債の評

価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は全面

時価評価法によっております。

　同左

６. のれん及び負の

のれんの償却に

関する事項

 のれんは、５年間で均等償却しております。 　同左

７．連結キャッシュ

・フロー計算書

における資金の

範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資としております。

　同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第5号　平成17年12月9

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号　平成

17年12月9日）を適用しております。従来の資本の部に相

当する金額は778,053千円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

 ――――――――――

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

　当連結会計年度より、「繰延資産の会計処理に関する当

面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年8月11日　実

務対応報告第19号）を適用しております。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。

　新株発行費は当連結会計年度より株式交付費として表示

しております。

 ――――――――――

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において「連結調整勘定」として掲記さ

れていたものは、当連結会計年度から「のれん」と表示し

ております。  

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「未収入

金」は、資産の総額の100分の5以下となったため、流動資

産の「その他」に含めております。

　なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている「未

収入金」は706千円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において「連結調整勘定償却」として掲

記されていたものは、当連結会計年度から「のれん償却」

と表示しております。 

――――――――
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追加情報

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

―――――――― （子会社との合併について）

　当社は、平成20年3月21日開催の取締役会において、下記

のとおり、平成20年８月１日を期して、当社連結子会社の

株式会社フェヴリナを吸収合併することを決議し、平成

20年6月26日開催の定時株主総会において承認決議され

ました。

１．合併の目的

　当社は、持株会社としてグループ会社の経営管理を行

なっており、前期より事業の選択と集中によるグループ

再編と収益構造の改善を図ってまいりました。被合併会

社である株式会社フェヴリナは、当社グループのコア事

業として化粧品・健康食品等の通信販売を行っており、

順調に収益を拡大しております。今後、このコア事業の強

化とより一層効率的な経営を図るため、同社を吸収合併

することといたしました。

２．合併の要旨

 (1) 合併の日程
 合併契約書承認取締役会  平成20年３月21日 
 合併契約書調印  平成20年３月21日 
 合併契約書承認株主総会 　
   当社  平成20年６月26日
　 株式会社フェヴリナ   平成20年６月26日
 合併期日（効力発生日）  平成20年８月１日 
(2) 合併方式
　当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社
フェヴリナは解散いたします。

(3) 合併比率
　当社は、株式会社フェヴリナの全株式を保有して
いるため、新株式の発行及び資本金の増加は行ない
ません。 

(4) 合併交付金
合併交付金の支払いはありません。

３．被合併会社の概要

（平成20年3月31日現在）
 (１) 商　号  株式会社フェヴリナ

(２) 主な事業内容
 基礎化粧品及び健康食品等
 の通信販売

(３) 設立年月日  平成14年8月2日
(４) 本店所在地  東京都中央区銀座4-13-11
(５) 代表者  代表取締役　鍋島 邦洋

(６) 資本金  100百万円
(７) 発行済株式数  200,000株
(８) 純資産  528百万円
(９) 総資産  724百万円
(10) 事業年度の末日  ３月31日

(11) 大株主及び持株比率 
 ㈱SDホールディングス
100％
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

 ―――――― （偶発債務）

　当社子会社である株式会社フェヴリナ（以下、同社）は、

永田勝太郎氏（以下、同氏）より、平成19年12月19日付で著

作権・肖像権侵害損害賠償請求に関する訴訟の提起を受け

ました。

１．当該訴訟の内容

　同氏は、コエンザイムＱ10に関する学術研究著作権を有し

ていますが、同社が、以前同氏の了承を得て制作したテレビ

番組をベースに再編集したものを平成16年10月から平成19

年5月までの間に放映したことにより、著作権・肖像権を侵

害したとする損害賠償請求訴訟の提起を受けたものであり

ます。

　同社は、このテレビ番組について、番組制作会社へ番組内

容の構成・撮影・編集などを委託しました。同氏の出演部

分の映像利用については、同氏の了承を得ているものと認

識しておりましたが、制作会社と同氏との間で明確な意思

の一致がなかったとして本件の訴訟の提起に至った次第で

す。

　損害賠償請求金額　32,016千円

２．今後の見通し

　同社といたしましては、同氏の主張する著作権・肖像権侵

害には該当しないと考え、本件訴訟に対し対応していると

ころであります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は以

下のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は以

下のとおりであります。

広告宣伝費 1,244,915千円

給与手当 424,754千円

貸倒引当金繰入額 4,027千円

賞与引当金繰入額 2,500千円

広告宣伝費 844,965千円

給与手当 301,613千円

貸倒引当金繰入額 1,501千円

賞与引当金繰入額 2,450千円

※２．固定資産売却益は車両運搬具1,166千円であります。  ─────────

※３．前期損益修正益の内訳及び金額は以下のとおりで

あります。

過年度売上原価修正 25,227千円

過年度売掛金修正 2,724千円

　

 ─────────

※４. 固定資産除却損は工具器具備品303千円であります。 ─────────

※５．前期損益修正損の内訳及び金額は以下のとおりで

あります。

　

過年度売上高修正 23,100千円

過年度社債発行費修正 3,333千円

過年度人件費修正 4,982千円

 ─────────

 ※６．当連結会計年度において減損損失を計上しており

ます。

場所 用途 種類 金額 (千円）

東京都

渋谷区

システム

事業用資産 

建物 1,791

工具器具備品 3,084

電話加入権 72

リース資産 1,278

東京都

千代田区

スポーツ

関連事業

用資産

建物 3,838

車両運搬具 619

工具器具備品 2,132

電話加入権 147

ソフトウェア 680

長期前払費用 168

リース資産 32,830

 　　 当社グループは、事業の種類別を基礎として資産のグ

ルーピングを行っております。当該事業用資産につい

て、帳簿価額を減額し当該減少額を減損損失(46,642千
円)として特別損失に計上しております。
　なお、当連結会計年度において減損損失の測定に使

用した回収可能額は正味売却価額であり、零としてお

ります。  

 ※６．当連結会計年度において減損損失を計上しており

ます。

場所 用途 種類 金額 (千円）

東京都

渋谷区
共用資産 　建物 1,033

 　　 当社グループは、事業の種類別を基礎として資産のグ

ルーピングを行っております。当該事業用資産につい

て、帳簿価額を減額し当該減少額を減損損失(1,033千円
)として特別損失に計上しております。
　なお、当連結会計年度において減損損失の測定に使用

した回収可能額は正味売却価額であり、零としており

ます。  
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式　(注)１,２ 443,974.42 25,892.5 ― 469,866.92

合計 443,974.42 25,892.5 ― 469,866.92

自己株式     

普通株式　(注)３ 78.84 5.08 ― 83.92

合計 78.84 5.08 ― 83.92

 (注)１．普通株式の発行済株式数の増加25,172.50株は、転換社債の転換によるものであります。

 　　２．普通株式の発行済株式数の増加720株は、新株予約権（ストックオプション）の行使によるものであります。

 　　３．普通株式の自己株式数の増加5.08株は、転換社債の転換により発生した端株の買取によるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計年

度末残高（千

円）
前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

2010年満期ユーロ

円建て無担保転換

社債型新株予約権

付社債

普通株式 93,485 ― 93,485 ― ―

合計  ― 93,485 ― 93,485 ― ―

 (注)１．当連結会計年度減少は、転換社債の転換及び一部繰上償還によるものであります。

 　　２．2010年満期ユーロ円建無担保転換社債型新株予約権付社債につきましては、平成18年6月15日に550百万円、平成18年9月29日に980百万円、

未償還額の繰上償還を行なっております。

　

３．配当に関する事項

 　　　　　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式　(注) 469,866.92 ― 0.92 469,866

合計 469,866.92 ― 0.92 469,866

自己株式     

普通株式　(注) 83.92 ― 0.92 83

合計 83.92 ― 0.92 83

 (注)　普通株式の発行済株式数及び自己株式数の減少0.92株は、自己株式消却によるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
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区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計年

度末残高（千

円）
前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプ

ションとしての新

株予約権

― ― ― ― ― 11,142

合計  ― ― ― ― ― 11,142

　

 　　　 ３．配当に関する事項

 　　　　　該当事項はありません。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

 （平成19年3月31日現在）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

 （平成20年3月31日現在）
 （千円）

現金及び預金勘定 580,860

現金及び現金同等物 580,860

 （千円）

現金及び預金勘定 716,017

現金及び現金同等物 716,017

※２．新株発行による収入には社債の転換によるエスク

ロー口座からの収入を含めております。

――――――――

　３．重要な非資金取引の内容

(1)ユーロ円建無担保転換社債型新株予約権

付社債の新株予約権の行使

（千円）

新株予約権の行使による資本金増加額 165,000

新株予約権の行使による資本準備金増加額 165,000

ユーロ円建無担保転換社債型新株予約権付

社債減少額

330,000

(2)上記(1)ユーロ円建無担保転換社債型新株予約権付

社債の償還980,000千円は、エスクロー契約書に基づく

長期預け金980,000千円との相殺により行なっており

ます。

 ――――――――
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※４．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳

　　株式の売却により連結除外したアーツテクノロジー株

式会社の連結除外時の資産及び負債の主な内訳並びに

株式の売却価格と売却による収入の関係は以下のとお

りであります。

　 （千円）

流動資産 56,870

固定資産 198

流動負債 △54,882

固定負債 -

株式売却益 47,813

株式売却価額 50,000

連結除外時の現金

及び現金同等物 △7,923

株式の売却による収入 42,076

　株式の売却により連結除外したユーロスポーツ株式

会社の連結除外時の資産及び負債の主な内訳並びに株

式の売却価格と売却による支出の関係は以下のとおり

であります。

　 （千円）

流動資産 323,303

固定資産 12,376

流動負債 △526,282

固定負債 △159,913

株式売却益 350,516

株式売却価額 0

連結除外時の現金

及び現金同等物 △36,916

株式の売却による支出 △36,916

 ――――――――
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累

計額相当額

（千円）

減損損失累

計額相当額 

（千円） 

期末残高相
当額
（千円）

工具器具備

品
1,350 1,312 － 37

車両 4,082 1,423 － 2,659

ソフトウェア 652 488 － 163

合計 6,084 3,225 － 2,859

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累

計額相当額

（千円）

期末残高相
当額
（千円）

工具器具備

品
943 261 681

車両 4,082 2,278 1,804

ソフトウェア 652 619 32

合計 5,678 3,159 2,518

２．未経過リース料期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額 　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,312千円

１年超 2,027千円

合計 3,340千円

１年内 2,268千円

１年超 374千円

合計 2,642千円

      リース資産減損勘定の残高　　　　　－　　千円

　

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

　却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

     

　

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

　却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 9,229千円

リース資産減損勘定の取崩額 1,278千円

減価償却費相当額 1,224千円

支払利息相当額 1,351千円

減損損失 34,108千円

支払リース料 1,588千円

減価償却費相当額 1,284千円

支払利息相当額 251千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は利息法によっております。

　

５．利息相当額の算定方法

　　　　　　　同左

　

（減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失はありません。
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（有価証券関係）

　時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 12,086 5,000

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

（退職給付関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　当社グループは、退職金制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　当社グループは、退職金制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。
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（ストックオプション等関係）

 前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 　 ストックオプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストックオプションの内容 

会社名 当社

 種類 第２回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権 

決議年月日 平成15年６月26日 平成15年10月27日 平成15年10月27日 平成15年10月27日 平成15年10月27日 

付与対象者の区分

及び人数

当社取締役 4名

当社監査役 1名

当社従業員 4名

当社取締役 1名

当社従業員 2名
当社従業員 1名 当社従業員 2名 当社従業員 1名 

株式の種類及び付

与数

普通株式

14,790株

普通株式

940株

普通株式

100株

普通株式

160株

普通株式

50株

付与日 平成15年7月25日 平成15年11月14日 平成15年11月14日 平成15年11月14日 平成15年11月14日 

権利確定条件
確定条件は付与さ

れていません。 

確定条件は付与さ

れていません。 

確定条件は付与さ

れていません。 

確定条件は付与さ

れていません。 

確定条件は付与さ

れていません。 

対象勤務期間
対象勤務期間の定

めはありません。 

対象勤務期間の定

めはありません。 

対象勤務期間の定

めはありません。 

対象勤務期間の定

めはありません。 

対象勤務期間の定

めはありません。 

権利行使期間
自平成16年7月1日

至平成25年6月30日

自平成15年12月5日

至平成22年1月30日

自平成15年12月5日

至平成22年3月22日

自平成15年12月5日

至平成22年5月25日

自平成15年12月5日

至平成23年6月22日

会社名 当社

 種類 第８回新株予約権 第９回新株予約権 第10回新株予約権 

決議年月日 平成16年６月23日 平成17年６月28日 平成17年６月28日 

付与対象者の区分

及び人数

当社取締役1名

当社監査役1名

当社従業員3名

子会社取締役1名

子会社従業員14名

当社取締役3名

当社従業員2名

子会社取締役2名

子会社従業員34名

社外協力者1名

当社取締役1名 

株式の種類及び付

与数

普通株式

9,490株

普通株式

31,700株

普通株式

3,000株

付与日 平成16年８月12日 平成17年８月２日 平成17年12月22日 

権利確定条件

付与日以降、権利確

定日まで継続して

勤務していること。

但し、特別な事情が

ある場合と取締役

会が認めた者は除

く。

付与日以降、権利確

定日まで継続して

勤務していること。

但し、特別な事情が

ある場合と取締役

会が認めた者は除

く。

付与日以降、権利確

定日まで継続して

勤務していること。

但し、特別な事情が

ある場合と取締役

会が認めた者は除

く。

対象勤務期間
対象勤務期間の定

めはありません。 

対象勤務期間の定

めはありません。 

対象勤務期間の定

めはありません。 

権利行使期間

自平成18年7月1日

至平成26年6月22日

但し、特別な事情が

ある場合と取締役

会が認めた者以外

は権利確定後退職

した場合は行使で

きない。

自平成19年7月1日

至平成27年6月27日

但し、特別な事情が

ある場合と取締役

会が認めた者以外

は権利確定後退職

した場合は行使で

きない。

自平成19年7月1日

至平成27年6月27日

但し、特別な事情が

ある場合と取締役

会が認めた者以外

は権利確定後退職

した場合は行使で

きない。

 （注）株式数に換算して記載しております。
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 (2) ストックオプションの規模及び変動状況

 　 当連結会計年度（平成19年３月期）において存在したストックオプションを対象とし、ストックオプションの数

については、株式数に換算して記載しております。

①ストックオプションの数

 （単位：株）

会社名 当社

 種類 第２回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権 

権利確定前（株）      

前連結会計年度末 ― ―  ― ― ―

付与 ― ―  ― ― ―

失効 ― ―  ― ― ―

権利確定 ― ―  ― ― ―

未確定残 ― ―  ― ― ―

権利確定後（株）      

前連結会計年度末  3,760  800 80 160 50

権利確定 ― ― ― ― ―

権利行使 720 ― ― ― ―

失効 ― ― ― ― ―

未行使残  3,040 800 80 160 50

会社名 当社

 種類 第８回新株予約権 第９回新株予約権 第10回新株予約権 

権利確定前（株）    

前連結会計年度末 3,060 16,280  3,000

付与 ― ― ―

失効 300 440 ―

権利確定 2,760 ― ―

未確定残 ― 15,840 3,000

権利確定後（株）    

前連結会計年度末 ― ―  ―

権利確定 2,760 ― ―

権利行使 ― ― ―

失効 ― ― ―

未行使残 2,760 ― ―

②単価情報

 （単位：円）

会社名 当社

種類 第２回新株予約権  第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権 

権利行使価格 4,280 5,000 25,000 25,000 16,000

行使時平均株価 11,493 ― ― ― ―

公正な評価単価 ― ― ― ― ―

会社名 当社

種類 第８回新株予約権  第９回新株予約権 第10回新株予約権 

権利行使価格 24,101 14,644 13,655

行使時平均株価 ― ― ―

公正な評価単価 ― ― ―

（注）１．平成15年10月27日開催のサイトデザイン株式会社の臨時株主総会において、同社が発行しました第２回並びに
第４回～第７回新株予約権に係る義務を完全親会社となる当社が承継することについて承認されております。

２．第２回並びに第４回～第７回新株予約権の株式の付与数及び権利行使価格は株式分割に伴う調整を実施して

おります。
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 当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 　１.　ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

 　　　 販売費及び一般管理費　　11,142千円

 　２． ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

会社名 当社

 種類 第２回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権 

決議年月日 平成15年６月26日 平成15年10月27日 平成15年10月27日 平成15年10月27日 平成15年10月27日 

付与対象者の区分

及び人数

当社取締役 4名

当社監査役 1名

当社従業員 4名

当社取締役 1名

当社従業員 2名
当社従業員 1名 当社従業員 2名 当社従業員 1名 

株式の種類及び付

与数

普通株式

14,790株

普通株式

940株

普通株式

100株

普通株式

160株

普通株式

50株

付与日 平成15年7月25日 平成15年11月14日 平成15年11月14日 平成15年11月14日 平成15年11月14日 

権利確定条件
確定条件は付与さ

れていません。 

確定条件は付与さ

れていません。 

確定条件は付与さ

れていません。 

確定条件は付与さ

れていません。 

確定条件は付与さ

れていません。 

対象勤務期間
対象勤務期間の定

めはありません。 

対象勤務期間の定

めはありません。 

対象勤務期間の定

めはありません。 

対象勤務期間の定

めはありません。 

対象勤務期間の定

めはありません。 

権利行使期間
自平成16年7月1日

至平成25年6月30日

自平成15年12月5日

至平成22年1月30日

自平成15年12月5日

至平成22年3月22日

自平成15年12月5日

至平成22年5月25日

自平成15年12月5日

至平成23年6月22日

会社名 当社

 種類 第８回新株予約権 第９回新株予約権 第10回新株予約権 第11回新株予約権 第12回新株予約権 

決議年月日 平成16年６月23日 平成17年６月28日 平成17年６月28日 平成18年６月23日 平成19年６月27日 

付与対象者の区分

及び人数

当社取締役1名

当社監査役1名

当社従業員3名

子会社取締役1名

子会社従業員14名

当社取締役3名

当社従業員2名

子会社取締役2名

子会社従業員34名

社外協力者1名

当社取締役1名 
子会社取締役2名

子会社従業員3名

当社取締役3名

子会社取締役1名

子会社従業員14名

株式の種類及び付

与数

普通株式

9,490株

普通株式

31,700株

普通株式

3,000株

普通株式

2,000株

普通株式

10,000株

付与日 平成16年８月12日 平成17年８月２日 平成17年12月22日 平成19年５月21日 平成19年８月２日 

権利確定条件

付与日以降、権利確

定日まで継続して

勤務していること。

但し、特別な事情が

ある場合と取締役

会が認めた者は除

く。

付与日以降、権利確

定日まで継続して

勤務していること。

但し、特別な事情が

ある場合と取締役

会が認めた者は除

く。

付与日以降、権利確

定日まで継続して

勤務していること。

但し、特別な事情が

ある場合と取締役

会が認めた者は除

く。

付与日以降、権利確

定日まで継続して

勤務していること。

但し、特別な事情が

ある場合と取締役

会が認めた者は除

く。

付与日以降、権利確

定日まで継続して

勤務していること。

但し、特別な事情が

ある場合と取締役

会が認めた者は除

く。

対象勤務期間
対象勤務期間の定

めはありません。 

対象勤務期間の定

めはありません。 

対象勤務期間の定

めはありません。 

対象勤務期間の定

めはありません。 

対象勤務期間の定

めはありません。 

権利行使期間

自平成18年7月1日

至平成26年6月22日

但し、特別な事情が

ある場合と取締役

会が認めた者以外

は権利確定後退職

した場合は行使で

きない。

自平成19年7月1日

至平成27年6月27日

但し、特別な事情が

ある場合と取締役

会が認めた者以外

は権利確定後退職

した場合は行使で

きない。

自平成19年7月1日

至平成27年6月27日

但し、特別な事情が

ある場合と取締役

会が認めた者以外

は権利確定後退職

した場合は行使で

きない。

自平成20年7月1日

至平成28年6月22日

但し、特別な事情が

ある場合と取締役

会が認めた者以外

は権利確定後退職

した場合は行使で

きない。

自平成21年7月1日

至平成29年6月26日

但し、特別な事情が

ある場合と取締役

会が認めた者以外

は権利確定後退職

した場合は行使で

きない。

 （注）株式数に換算して記載しております。
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 (2) ストック・オプションの規模及び変動状況

 　 当連結会計年度（平成20年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション

の数については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

 （単位：株）

会社名 当社

 種類 第２回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権 

権利確定前（株）      

前連結会計年度末 ― ―  ― ― ―

付与 ― ―  ― ― ―

失効 ― ―  ― ― ―

権利確定 ― ―  ― ― ―

未確定残 ― ―  ― ― ―

権利確定後（株）      

前連結会計年度末  3,040  800 80 160 50

権利確定 ― ― ― ― ―

権利行使 ― ― ― ― ―

失効 ― ― ― ― ―

未行使残  3,040 800 80 160 50

会社名 当社

 種類 第８回新株予約権 第９回新株予約権 第10回新株予約権 第11回新株予約権 第12回新株予約権 
権利確定前（株）      

前連結会計年度末 ― 15,840 3,000 ― ―

付与 ― ― ― 2,000 10,000

失効 ―  5,000 ―   600    450

権利確定 ― 10,840 3,000 ― ―

未確定残 ― ― ― 1,400 9,550

権利確定後（株）      

前連結会計年度末 2,760 ― ―  ―  ―

権利確定 ― 10,840 3,000 ― ―

権利行使 ― ― ― ― ―

失効   150    180 ― ― ―

未行使残 2,610 10,660 3,000 ― ―

②単価情報

 （単位：円）

会社名 当社

種類 第２回新株予約権  第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権 

権利行使価格 4,280 5,000 25,000 25,000 16,000

行使時平均株価 ― ― ― ― ―

付与における公正
な評価単価

― ― ― ― ―

会社名 当社

種類 第８回新株予約権  第９回新株予約権 第10回新株予約権 第11回新株予約権 第12回新株予約権 

権利行使価格 24,101 14,644 13,655 3,713 3,750

行使時平均株価 ― ― ― ― ―

付与日における公
正な評価単価

― ― ― 2,038 2,691

（注）１．平成15年6月26日開催のサイトデザイン株式会社の定時株主総会の決議に基づいて同社が発行しました第２回
新株予約権に係る義務は、平成15年9月24日の取締役会において完全親会社となる当社が承継することについ
て決議されております。また、平成15年10月27日開催のサイトデザイン株式会社の臨時株主総会において、同社
が発行しました第４回～第７回新株予約権に係る義務を完全親会社となる当社が承継することについて承認
されております。

２．第２回並びに第４回～第７回新株予約権の株式の付与数及び権利行使価格は株式分割に伴う調整を実施して
おります。
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 　３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとお

りであります。

①　使用した評価技法　　二項モデル

②　主な基礎数値及び見積方法

種類 第11回新株予約権 第12回新株予約権

株価変動性　（注）1 78％  79％

予想残存期間　（注）2 9年 10年

予想配当　（注）3 0円 0円

無リスク利子率　（注）4 1.56％ 1.79％

（注）1　上場日以降3.5年間の株価実績に基づき算定しております。
（注）2　十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の満期日に行使される

ものと推定して見積もっております。

（注）3　上場日以降、配当実績はないため、予想配当は0円としております。
（注）4　予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

 　４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用してお

ります。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

（繰延税金資産）   

税務上の繰越欠損金 878,349千円

貸倒引当金繰入超過額 931 

返品調整引当金繰入超過額 1,868 

未払事業税 5,625 

賞与引当金繰入限度超過額 1,043 

減価償却超過額 2,401 

減損損失 298 

投資有価証券評価損 7,319 

未払費用否認 3,262 

その他 89 

　繰延税金資産小計 901,190 

　評価性引当額 △901,190 

繰延税金資産合計 － 

繰延税金負債合計 320 

繰延税金負債の純額 320 

   

（繰延税金資産）   

税務上の繰越欠損金 727,350千円

貸倒引当金繰入超過額 1,626 

返品調整引当金繰入超過額 1,431 

未払事業税 681 

賞与引当金繰入限度超過額 996 

減価償却超過額 2,990 

減損損失 139 

投資有価証券評価損 10,172 

未払費用否認 2,150 

未収還付事業税　 △6,469 

その他 666 

　繰延税金資産小計 741,736 

　評価性引当額 △701,529 

繰延税金資産合計 40,207 

繰延税金負債合計 － 

繰延税金資産の純額 40,207 

   

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

　税金等調整前当期純損失のため、記載を省略しており

ます。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

交際費　　　 0.7 

 寄付金 23.6 

 株式報酬費用 4.4 

 均等割等 3.7 

 のれん償却額 1.7 

 評価性引当金等の減少等 △112.6 

 その他 2.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △35.6 
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日） 　

 
コミュニケーション・

セールス事業（千円）

システム事業

（千円）

スポーツ関連

事業（千円） 
計（千円）

消去又は全社

（千円）
連結（千円）

Ⅰ売上高及び営業損益       

　売上高       

（1）外部顧客に対する売上高 2,610,146 68,758 519,310 3,198,215 － 3,198,215

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
3,779 421 － 4,200 (4,200) －

計 2,613,926 69,180 519,310 3,202,416 (4,200) 3,198,215

　営業費用 2,429,623 80,544 690,374 3,200,542 129,955 3,330,498

　営業利益又は営業損失△ 184,302 △11,364 △171,064 1,873 △134,156 △132,283

Ⅱ資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出
      

　資産 690,176 － － 690,176 312,953 1,003,129

　減価償却費 15,634 20 1,299 16,954 367 17,322

  減損損失 － 6,226 40,415 46,642 － 46,642

　資本的支出 1,256 － － 1,256 － 1,256

（注）１.事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。

２.各区分の主な内容

（1）コミュニケーション・セールス事業　　

　　　健康食品及び基礎化粧品等の販売

（2）システム事業　　

　　　ソフトウエア受託開発、パッケージソフトウェア開発・販売

（3）スポーツ関連事業

　　　スポーツ関連商品の輸入販売、企画・製造・販売、スポーツコンテンツの製作・販売

３.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は153,947千円であり、その主な

ものは、親会社及び休眠子会社に係る費用であります。

４.資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は516,516千円であり、その主なものは、

　当社での余資運用資金（現金及び預金）、差入保証金及び管理部門並びに休眠子会社に係る資産等で　あ

ります。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

当連結グループは、同一セグメントに属する基礎化粧品・ベースメイク及び健康食品等の通信販売を行っており、当

該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

　前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１日　

至　平成20年３月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事

項はありません。

【海外売上高】

　前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１日　

至　平成20年３月31日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。
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【関連当事者との取引】

　前連結会計年度（自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日）

（1）親会社及び法人主要株主等

     該当事項はありません。

 (2）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所 資本金
又は出資
金 

(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有(被
所有)割合
（％）

関係内容 取引の内容 取引金額
(千円)

科目 期末残高
(千円)

役員の兼任
等（人） 

 事業上の
関係

役員 佐古田雅士  ―  ― 当社

代表取締役

― ― ― 個人資金の

立替

6,291 流動資産

その他

6,291

 　(注） 取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　 取引条件については、協議の上決定しております。

 (3）子会社等

     該当事項はありません。

 (4）兄弟会社等

     該当事項はありません。

　当連結会計年度（自 平成19年４月１日　至 平成20年３月31日）

（1）親会社及び法人主要株主等

     該当事項はありません。

 (2）役員及び個人主要株主等

 　　該当事項はありません。

 (3）子会社等

     該当事項はありません。

 (4）兄弟会社等

     該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 1,656.19円 １株当たり純資産額 1,954.04円

１株当たり当期純損失金額 503.04円 １株当たり当期純利益金額 297.84円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの当期純損失を計上している

ため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益又は当期純損失 (△)

（千円）
△234,793 139,922

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益

又は当期純損失 (△) （千円）
△234,793 139,922

期中平均株式数（株） 466,744 469,782

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権８種類（新株予約権の数

22,013個）。なお、新株予約権の概要は

「第４　提出会社の状況、１株式等の

状況、（２）新株予約権等の状況」に

記載のとおりであります。

新株予約権10種類（新株予約権の数

31,350個）。なお、新株予約権の概要は

「第４　提出会社の状況、１株式等の

状況、（２）新株予約権等の状況」に

記載のとおりであります。
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自　平成18年４月１日 
至　平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自　平成19年４月１日 
至　平成20年３月31日） 

――――――― 　(資本準備金の減少）　

　 当社は、平成20年５月14日開催の取締役会において、

下記のとおり資本準備金の額の減少及び剰余金の処分

について決議し、平成20年6月26日開催の定時株主総会

において承認決議されました。

(1) 資本準備金の額の減少の目的

　剰余金の欠損填補により、財務体制の改善及び今後の

資本政策の柔軟性、機動性を確保し、早期配当体制の実

現を図るため、会社法第448条第１項の規定に基づき、資

本準備金の額を減少してその他資本剰余金に振替え、そ

の効力発生後、会社法第452条の規定に基づき、その他資

本剰余金を繰越利益剰余金に振替えるものであります。

(2) 資本準備金の額の減少の要領

　減少する準備金の額　資本準備金711,695,739円のうち

全額711,695,739円

　増加する剰余金の額　繰越利益剰余金711,695,739円

(3) 資本準備金の額の減少の日程

　①取締役会決議日　　　　　平成20年5月14日

　②定時株主総会決議日　　　平成20年6月26日

　③効力発生日　　　　　　　平成20年6月26日

なお、本件は会社法第449条第1項但書の要件に該当する

ため、債権者申述の手続きは発生いたしません。
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⑤【連結附属明細表】

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 62,482 － 2.00 －

１年以内に返済予定の長期借入金 － － － －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） － － － －

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） － － － －

その他の有利子負債 － － － －

小計 62,482 － － －

内部取引の消去 △62,482 － － －

計 － － － －

　（注）平均利率は期末日の利率及び残高に基づき算定しております。

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金 　  273,513   315,831  

２．未収入金 ※１  140,533   31,803  

３．前払費用   1,705   1,869  

４. 役員に対する短期金銭債
権

  6,291   －  

５. 繰延税金資産   －   35,559  

６．その他   4,196   2,094  

流動資産合計   426,239 77.0  387,157 77.7

Ⅱ　固定資産        

１.有形固定資産        

(1）建物  1,341   307   

減価償却累計額  64 1,276  307 －  

(2)工具器具備品  696   696   

減価償却累計額  696 －  696 －  

有形固定資産合計   1,276 0.2  － －

２.無形固定資産        

(1）ソフトウェア   －   315  

    無形固定資産合計   － －  315 0.1

３.投資その他の資産        

(1)投資有価証券   10,000   5,000  

 (2)関係会社株式   100,000   100,000  

(3)長期貸付金   －   5,581  

(4)関係会社長期貸付金   62,482   －  

(5)繰延税金資産   －   797  

(6)差入保証金 　  13,276   2,461  

(7)その他 　  120   －  

貸倒引当金   △60,000   △2,940  

投資その他の資産合計   125,879 22.8  110,899 22.2

固定資産合計   127,156 23.0  111,214 22.3

資産合計   553,395 100.0  498,371 100.0

        

 

EDINET提出書類

株式会社ＳＤホールディングス(E05395)

有価証券報告書

69/91



  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．未払金 　  13,650   2,767  

２．未払法人税等 　  2,995   2,624  

３．預り金   667   298  

４．その他   571   235  

流動負債合計   17,883 3.2  5,926 1.2

負債合計   17,883 3.2  5,926 1.2

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１．資本金 　  882,788 159.5  882,788 177.1

２．資本剰余金 　       

(1）資本準備金 　 711,695   711,695   

資本剰余金合計 　  711,695 128.6  711,695 142.8

３．利益剰余金 　       

(1）その他利益剰余金 　       

繰越利益剰余金 　 △1,058,677   △1,112,901   

利益剰余金合計 　  △1,058,677 △
191.3  △1,112,901 △

223.3

４．自己株式 　  △295 △0.0  △280 △0.0

株主資本合計 　  535,511 96.8  481,303 96.6

Ⅱ　新株予約権 　  － －  11,142 2.2

純資産合計 　  535,511 96.8  492,445 98.8

負債純資産合計 　  553,395 100.0  498,371 100.0
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②【損益計算書】

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益 ※２  25,550 100.0  6,000 100.0

Ⅱ　売上原価   7,050 27.6  － －

売上総利益   18,500 72.4  6,000 100.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１,２ 146,640 573.9  119,565 1,992.8

営業損失   128,140 △501.5  113,565 △1,892.8

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息 ※２ 6,022   2,226   

２．受取出向者収入 　 245   －   

３．その他の営業外収益  274 6,542 25.6 26 2,252 37.5

Ⅴ　営業外費用        

１. 株式交付費  1,703   －   

２．社債発行費償却  22,781   －   

３．貸倒引当金繰入額  －   2,940   

４．その他の営業外費用  418 24,904 97.5 397 3,337 55.6

経常損失   146,502 △573.4  114,650 △1,910.9

Ⅵ　特別利益        

１．関係会社株式売却益  17,999   －   

２. 前期損益修正益 ※３ 7,050 25,049 98.0 － － －

Ⅶ　特別損失        

１. 債権譲渡損  233,672   －   

２. 減損損失 ※５ 3,736   1,033   

３. 貸倒引当金繰入額 　 3,400   －   

４. 投資有価証券評価損 　 －   5,000   

５. 関係会社株式売却損 　 39,999   －   

６. 前期損益修正損 ※４ 15,633 296,441 1,160.2 － 6,033 100.5

税引前当期純損失   417,893 △1,635.6  120,684 △2,011.4

法人税、住民税及び事
業税

 △59,805   △30,121   

法人税等調整額  － △59,805 △234.1 △36,356 △66,477 △1,108.0

当期純損失   358,088 △1,401.5  54,206 △903.4
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（売上原価明細書）

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　外注費   7,050 100.0  －  

　　売上原価   7,050 100.0  －  

        

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他利益
剰余金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高（千円） 706,248 535,154 △700,588 △192 540,622 540,622

事業年度中の変動額       

新株の発行 176,540 176,540   353,081 353,081

当期純損失   △358,088  △358,088 △358,088

自己株式の取得    △103 △103 △103

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）
― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計（千円） 176,540 176,540 △358,088 △103 △5,110 △5,110

平成19年３月31日　残高（千円） 882,788 711,695 △1,058,677 △295 535,511 535,511

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 

株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他利益
剰余金

繰越利益剰余
金

平成19年３月31日　残高（千円） 882,788 711,695 △1,058,677 △295 535,511 － 535,511

事業年度中の変動額        

当期純損失   △54,206  △54,206  △54,206

自己株式の取得    △2 △2  △2

自己株式の処分   △17 17 －  －

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
－ － － － － 11,142 11,142

事業年度中の変動額合計（千円） － － △54,223 15 △54,208 11,142 △43,066

平成20年３月31日　残高（千円） 882,788 711,695 △1,112,901 △280 481,303 11,142 492,445
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　当社は、前事業年度において、継続企業の前提に重要な疑義

を抱かせる事象又は状況の記載をいたしましたが、当事業年

度においても営業損失128,140千円（前事業年度は147,873千
円の損失）、経常損失146,502千円（前事業年度は162,960千
円の損失）、当期純損失358,088千円（前事業年度は253,761
千円の損失）と継続的に営業損失、経常損失及び当期純損失

を計上しております。

　当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存

在しております。

　このような状況を解消すべく以下の経営計画を実施してお

ります。　

　なお、当社は持株会社であり子会社からの収入を主要な財

源とするため、持株会社としての経営計画及び子会社の事業

について説明いたします。　

１．事業の選択と集中

　当社グループにおいてシナジー効果の見込めない事業から

の撤退とコア事業への経営資源の集中を図っております。

　具体的には、平成18年8月31日にシステム事業を行う連結子
会社アーツテクノロジー株式会社の当社保有全株式をソ

フィア総合研究所株式会社へ譲渡いたしました。

　さらに、平成18年12月28日にスポーツ関連事業を行う連結
子会社ユーロスポーツ株式会社の当社保有全株式を

KeyWorks株式会社へ譲渡いたしました。
　以上のとおり、シナジー効果の見込めない事業から撤退し、

当社グループのコア事業であるコミュニケーション・セー

ルス事業へ経営資源を集中することにより黒字化を図って

まいります。

２．コミュニケーション・セールス事業の収益基盤の強化

　当該事業を行う株式会社フェヴリナにおいては、「新規顧

客の獲得」・「既存顧客の囲い込み」・「新商品の開発」

・「ブランディング」を基本方針として掲げております。特

に「既存顧客の囲い込み」と「新商品の開発」の２つを強

化していくため、データベースマーケティングを一層強化

し、次の施策につなげてまいります。

　当事業年度におきましては、既存顧客の囲い込み強化とし

て、ＤＭの発送部数を増加し、顧客のセグメントを更に細分

化した結果、再販売上は前年同期比110%となりました。ま
た、当事業年度に投入した新商品は特色のあるスペシャルケ

アを中心とした商品にこだわってまいりました。特にエステ

で話題のアンチエイジング商品である「ジェルパック」は、

今後のスペシャルケアの核になる商品として２月に新発売

いたしました。

３．持株会社における経費削減

　事業の選択と集中と平行して、持株会社である当社の人件

費をはじめとする間接コスト削減を順次進めております。

　財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、このよう

な重要な疑義の影響を財務諸表には反映しておりません。

　　　　　　　　――――――――――

EDINET提出書類

株式会社ＳＤホールディングス(E05395)

有価証券報告書

73/91



重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１. 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）その他有価証券

　　時価のないもの

 　　 移動平均法による原価法

(2）子会社株式

 　　 移動平均法による原価法

(1）その他有価証券

　　時価のないもの

同左

(2）子会社株式

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産

　　　定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。　

建物及び構築物 10～15年

工具器具備品   ４～６年

(1)有形固定資産

　　　定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物 10～15年

工具器具備品   ４～６年

（会計処理方法の変更）

　当事業年度より、法人税法の改正に伴

い、平成19年４月１日以降取得の有形固

定資産については、改正法人税法に規定

する償却方法により減価償却費を計上し

ております。

　なお、この変更による損益への影響はあ

りません。 

３．繰延資産の処理方法 株式交付費については支出時に全額費用

処理しております。

社債発行費については均等償却（３年）

をしております。

――――――――

　

４．引当金の計上基準 貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

貸倒引当金

　同左

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

　――――――――

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1)消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

(1)消費税等の会計処理

　同左

 (2)連結納税制度の適用

　 連結納税制度を適用しております。

(2)連結納税制度の適用

　同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第5号　平成17年12月9日）

および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号　平成17

年12月9日）を適用しております。従来の資本の部に相当

する金額は535,511千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

 ――――――――

 （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

　当事業年度より、「繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年8月11日実務対

応報告第19号）を適用しております。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。　

　新株発行費は当事業年度より株式交付費として表示して

おります。

――――――――

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表）

　前期まで投資その他の資産の「その他」に含めて表示し

ておりました「差入保証金」は、当期において、資産の総

額の100分の1を超えたため区分掲記しました。

なお、前期末の「差入保証金」は10,760千円であります。

――――――――
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追加情報

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

―――――――― （子会社との合併について）

　当社は、平成20年3月21日開催の取締役会において、下記

のとおり、平成20年８月１日を期して、当社連結子会社の

株式会社フェヴリナを吸収合併することを決議し、平成

20年6月26日開催の定時株主総会において承認決議され

ました。

１．合併の目的

　当社は、持株会社としてグループ会社の経営管理を行

なっており、前期より事業の選択と集中によるグループ

再編と収益構造の改善を図ってまいりました。被合併会

社である株式会社フェヴリナは、当社グループのコア事

業として化粧品・健康食品等の通信販売を行っており、

順調に収益を拡大しております。今後、このコア事業の強

化とより一層効率的な経営を図るため、同社を吸収合併

することといたしました。

２．合併の要旨

 (1) 合併の日程
 合併契約書承認取締役会  平成20年３月21日 
 合併契約書調印  平成20年３月21日 
 合併契約書承認株主総会 　
   当社  平成20年６月26日
　 株式会社フェヴリナ   平成20年６月26日
 合併期日（効力発生日）  平成20年８月１日 
(2) 合併方式
　当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社
フェヴリナは解散いたします。

(3) 合併比率
　当社は、株式会社フェヴリナの全株式を保有してい
るため、新株式の発行及び資本金の増加は行ないま
せん。 

(4) 合併交付金
合併交付金の支払いはありません。

３．被合併会社の概要

（平成20年3月31日現在）
 (１) 商　号  株式会社フェヴリナ

(２) 主な事業内容
 基礎化粧品及び健康食品等
 の通信販売

(３) 設立年月日  平成14年8月2日
(４) 本店所在地  東京都中央区銀座4-13-11
(５) 代表者  代表取締役　鍋島 邦洋

(６) 資本金  100百万円
(７) 発行済株式数  200,000株
(８) 純資産  528百万円
(９) 総資産  724百万円
(10) 事業年度の末日  ３月31日

(11) 大株主及び持株比率 
 ㈱SDホールディングス
100％
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

  

※１　関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

※１　関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

流動資産  　

未収入金 140,503千円

流動資産  　

未収入金 31,567千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は以下

のとおりであります。

役員報酬 15,500千円

給与手当 30,128千円

減価償却費 230千円

支払手数料 19,955千円

支払報酬 29,457千円

賃借料 11,080千円

広告宣伝費 10,959千円

※２　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※１　販売費及び一般管理費は全て一般管理費でありその

主要な費目及び金額は以下のとおりであります。

役員報酬 14,700千円

給与手当 18,814千円

減価償却費 278千円

支払手数料 16,189千円

支払報酬 26,593千円

株式報酬費用 11,142千円

広告宣伝費 11,758千円

※２　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

営業収益 13,250千円

広告宣伝費 3,779千円

受取利息 5,858千円

営業収益 6,000千円

広告宣伝費 4,951千円

受取利息 1,743千円

※３　前期損益修正益の内訳及び金額は以下のとおりであ

ります。

過年度売上原価修正 7,050千円

―――――――

※４　前期損益修正損の内訳及び金額は以下のとおりであ

ります。

過年度売上高修正 12,300千円

過年度社債発行費修正 3,333千円

―――――――

※５　当事業年度において減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
金額

 (千円）

東京都
渋谷区

システム

事業用資産 

建物 1,791

工具器具備品 666

リース資産 1,278

 当社は、事業の種類別を基礎として資産のグルーピン

グを行っております。当該事業用資産について、帳簿価

額を減額し当該減少額を減損損失(3,736千円)として特別

損失に計上しております。

　なお、当事業年度において減損損失の測定に使用した

回収可能額は正味売却価額であり、零としております。

   

※５　当事業年度において減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
金額

 (千円）

東京都
渋谷区 共用資産 建物 1,033

 当社は、事業の種類別を基礎として資産のグルーピン

グを行っております。当該事業用資産について、帳簿価

額を減額し当該減少額を減損損失(1,033千円)として特別

損失に計上しております。

　なお、当事業年度において減損損失の測定に使用した

回収可能額は正味売却価額であり、零としております。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式　（注） 10.04 5.08 － 15.12

合計 10.04 5.08 － 15.12

 （注）普通株式の自己株式数の増加5.08株は、転換社債の転換により発生した端株の買取によるものであります。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式　（注）１．２ 15.12 0.8 0.92 15

合計 15.12 0.8 0.92 15

 　(注)１．普通株式の自己株式数の増加0.80株は、子会社所有の端株の買取によるものであります。

２．普通株式の自己株式数の減少0.92株は、自己株式消却によるものであります。 
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

――――――――

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

減損損失累
計額相当額
 （千円）

期末残高相
当額
（千円）

工具器
具備品

－ － － －

合計 － － － －

 

２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

　

　

１年内 －千円

１年超 －千円

合計 －千円

 

      リース資産減損勘定の残高　　　　　－　　千円

３. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び減損損失

　

　

支払リース料 306千円 

リース資産減損勘定の取崩額 1,278千円 

減価償却費相当額 －千円 

支払利息相当額 62千円 

減損損失 1,278千円 

 

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

　

　

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は利息法によっております。

　

　

（有価証券関係）

　前事業年度（平成19年３月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

　当事業年度（平成20年３月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

EDINET提出書類

株式会社ＳＤホールディングス(E05395)

有価証券報告書

80/91



（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

（繰延税金資産）   

税務上の繰越欠損金 169,791千円

減価償却超過額 122千円

未払事業税 832千円

子会社株式評価損 93,427千円

貸倒引当金繰入超過額 24,414千円

未収利息未計上分 587千円

減損損失 212千円

繰延税金資産小計 289,387千円

 評価性引当金 △289,387千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債合計 －千円

繰延税金資産の純額 －千円

   

（繰延税金資産）   

税務上の繰越欠損金 90,544千円

減価償却超過額 5千円

未払事業税 681千円

貸倒引当金繰入超過額 1,196千円

減損損失 139千円

投資有価証券評価損 2,034千円

繰延税金資産小計 94,602千円

 評価性引当金 △58,246千円

繰延税金資産合計 36,356千円

繰延税金負債合計 －千円

繰延税金資産の純額 36,356千円
   

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

  税引前当期純損失のため、記載を省略しております。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

　同左

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 1,139.74円 １株当たり純資産額 1,024.37円

１株当たり当期純損失金額 767.09円 １株当たり当期純損失金額 115.36円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの当期純損失を計上してい

るため記載しておりません。 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの当期純損失を計上してい

るため記載しておりません。 

　（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純損失（千円） 358,088 54,206

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 358,088 54,206

期中平均株式数（株） 466,813 469,851

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要

新株予約権８種類（新株予約権の数

22,013個）。なお、新株予約権の概要

は「第４　提出会社の状況、１株式等

の状況、（２）新株予約権等の状

況」に記載のとおりであります。

新株予約権10種類（新株予約権の数

31,350個）。なお、新株予約権の概要

は「第４　提出会社の状況、１株式等

の状況、（２）新株予約権等の状

況」に記載のとおりであります。
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

―――――――― 　(資本準備金の減少）　

　 当社は、平成20年５月14日開催の取締役会において、

下記のとおり資本準備金の額の減少及び剰余金の処分

について決議し、平成20年6月26日開催の定時株主総会

において承認決議されました。

(1) 資本準備金の額の減少の目的

　剰余金の欠損填補により、財務体制の改善及び今後の

資本政策の柔軟性、機動性を確保し、早期配当体制の実

現を図るため、会社法第448条第１項の規定に基づき、資

本準備金の額を減少してその他資本剰余金に振替え、そ

の効力発生後、会社法第452条の規定に基づき、その他資

本剰余金を繰越利益剰余金に振替えるものであります。

(2) 資本準備金の額の減少の要領

　減少する準備金の額　資本準備金711,695,739円のうち

全額711,695,739円

　増加する剰余金の額　繰越利益剰余金711,695,739円

(3) 資本準備金の額の減少の日程

　①取締役会決議日　　　　　平成20年5月14日

　②定時株主総会決議日　　　平成20年6月26日

　③効力発生日　　　　　　　平成20年6月26日

なお、本件は会社法第449条第1項但書の要件に該当する

ため、債権者申述の手続きは発生いたしません。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

 【株式】

 
 
 

投資有価証券

 
 
 

 その他有価証券

銘柄
株式数

 　　（株）

貸借対照表計上額

 　　（千円）

  ウェル・フィールド証券㈱ 200 5,000

 　　　　　　　 　  計 200 5,000

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末
残高
（千円）

有形固定資産        

建物 1,341 － 1,033 307 307 243 －

　   (1,033)     

工具器具備品 696 － － 696 696 － －

有形固定資産計 2,037 － 1,033 1,003 1,003 243 －

　   (1,033)     

無形固定資産        

ソフトウェア － 350 － 350 35 35 315

無形固定資産計 － 350 － 350 35 35 315

（注）「当期減少額」欄の（　）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

【引当金明細表】

区　分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 60,000 2,940 60,000 － 2,940
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

　イ．現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 100

預金  

普通預金 315,731

合計 315,831

　ロ．未収入金

相手先 金額（千円）

株式会社フェヴリナ 31,567

 その他 235

合計 31,803

　ハ．繰延税金資産

　繰延税金資産は、35,559千円であり、その内容については「２　財務諸表等　（１）財務諸表　

注記事項（税効果会計関係）」に記載しております。

②　固定資産

　イ．関係会社株式

区分 金額（千円）

株式会社フェヴリナ 100,000

合計 100,000

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類

1株券

10株券

100株券

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 ───

株式の名義書換え  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号

住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
大阪市中央区北浜四丁目５番33号

住友信託銀行株式会社

取次所 住友信託銀行株式会社　全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 無料

端株の買取り  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号

住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
大阪市中央区北浜四丁目５番33号

住友信託銀行株式会社

取次所 住友信託銀行株式会社　全国各支店

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告の方法により行なう。ただし、やむを得ない事由により電子公告を

することができない場合は、日本経済新聞に記載して行なう。

公告掲載URL

http://www.sdholdings.co.jp/ir/ 

株主に対する特典

〔対象株主〕

毎年３月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された30株

以上保有の株主

〔優待内容〕

当社の子会社である株式会社フェヴリナが販売する基礎化粧品

商品名　：NANO ACQUAナチュラルソープセット（通常販売価格：7,980円）

セット内容　：ナチュラルソープ ウェイクアップ（朝用）

　　　　　　　ナチュラルソープ デイフィニッシュ（夜用）

　　　　　　　泡立てネット（吸盤付き）

〔贈呈時期〕

毎年６月下旬に開催の当社定時総会終了後に発送
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

　平成19年６月27日関東財務局長に提出

事業年度（第４期）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

(2）訂正報告書

平成19年９月12日関東財務局長に提出

平成19年６月27日提出の第４期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）有価証券報告書に係る訂正報告書

であります。

(3）半期報告書

平成19年12月21日関東財務局長に提出。 

（第５期中）（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

 平成19年6月27日

株式会社ＳＤホールディングス  

 取締役会　御中    

 三優監査法人  

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 杉　田　　純　　印

 業務執行社員  公認会計士 吉 川　秀 嗣　　印

　当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ＳＤホールディングスの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表に

ついて監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に

対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ＳＤホールディングス及び連結子会社の平成１９年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は継続的に営業損失、経常損失及び当期純損失を計上しており、継

続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。連結財

務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映していない。

２．連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当連結会計年度より「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」を適用

しているため、当該会計基準により連結財務諸表を作成している。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以　　上

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 平成19年6月27日

株式会社ＳＤホールディングス  

 取締役会　御中    

 三優監査法人  

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 杉　田　　純　　印

 業務執行社員  公認会計士 吉 川　秀 嗣　　印

　当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ＳＤホールディングスの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第４期事業年度の財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社Ｓ

Ｄホールディングスの平成１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は継続的に営業損失、経常損失及び当期純損失を計上しており、継

続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。財務諸

表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映していない。

２．会計処理方法の変更に記載のとおり、会社は当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」を適用しているため、当該会計基準により財務

諸表を作成している。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以　　上

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 平成20年6月26日

株式会社ＳＤホールディングス  

 取締役会　御中    

 三優監査法人  

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 杉　田　　純　　印

 業務執行社員  公認会計士 吉 川　秀 嗣　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ＳＤホールディングスの平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属

明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財

務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ＳＤホールディングス及び連結子会社の平成２０年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

１．連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４．会計処理基準に関する事項　(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法に記載のとおり、会社は当連結会計年度より、法人税法の改正に伴い、平成１９年４月１日以降取得の有形固

定資産については、改正法人税法に規定する償却方法により減価償却費を計上することに変更した。

２．連結貸借対照表関係に関する注記に記載のとおり、連結子会社である株式会社フェヴリナは著作権及び肖像権の侵害

に関する損害賠償請求訴訟の被告となっている。当該訴訟の最終的な結論は現在のところ得られていないため、その判

決により生じるかもしれない負担金額については、連結財務諸表に計上されていない。 

 ３．重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成２０年５月１４日開催の取締役会決議に基づく資本準備金の減少に関

する議案について、平成２０年６月２６日開催の定時株主総会において承認決議されている。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以　　上

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 平成20年6月26日

株式会社ＳＤホールディングス  

 取締役会　御中    

 三優監査法人  

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 杉　田　　純　　印

 業務執行社員  公認会計士 吉 川　秀 嗣　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ＳＤホールディングスの平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第５期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社Ｓ

Ｄホールディングスの平成２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

１．重要な会計方針　２．固定資産の減価償却の方法に記載のとおり、会社は当事業年度より、法人税法の改正に伴い、平

成１９年４月１日以降取得の有形固定資産については、改正法人税法に規定する償却方法により減価償却費を計上す

ることに変更した。

２．重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成２０年５月１４日開催の取締役会決議に基づく資本準備金の減少に関

する議案について、平成２０年６月２６日開催の定時株主総会において承認決議されている。　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以　　上

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しております。
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